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午前１０時００分 開議   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和４

年第７回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番藤原公一さん、３番大

江道男さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る９月６日に議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 〔登壇〕 令和

４年第７回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る９月６日に議会運営委員会を開催

しましたので、その内容と結果について報

告いたします。 

本定例会に付議された案件は、専決処分

の承認１件、人事案件１件、議案１０件、

決算認定８件、意見書２件、報告事項６件

ほかであります。 

本日９月１３日、第１日目は、まずはじ

めに、町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に松浦和浩さん、藤原公一さん、戸澤義典

さん、私、馬場博美の４名を予定していま

す。 

第２日目、９月１４日は、前日に引き続

き一般質問を行い、木村利昭さん、坂田美

栄子さん、上杉晃央さん、大江道男さん、

岡本美代子さんの５名を予定しておりま

す。 

第３日目、９月１５日は、議案審議へと

入り、承認第１４号専決処分の承認につい

てから認定第８号令和３年度美幌町病院事

業会計決算認定についてまでを審議しま

す。 

令和３年度各会計決算認定については、

一般会計等及び企業会計の決算審査特別委

員会をそれぞれ設置し、閉会中の継続審査

とします。 

その後、意見書案の審議、報告案件など

を予定しています。 

次に、本定例会において、意見書の提出

を求める要請・陳情を２件受理しています

ので、その取扱いについて報告いたしま

す。 

北海道町村議会議長会からの国土強靱化

に資する社会資本整備等に関する意見書提

出の要請、美幌地区連合会からの道教委

「これからの高校づくりに関する指針」を

抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな

学びを保障する高校教育を求める意見書採

択の陳情について意見書を作成し、国等の

関係機関へ提出することにいたします。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日９月１３日から９月１５日までの

３日間とします。 

なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び

行政職員各位におかれましては、御理解と

御協力をお願いいたします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願い申し上げて、議会運

営委員会委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から９月１５日までの３日間としたいと思
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いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日から９月１５日

までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局次長から

報告させます。 

○事務局次長（小室秀隆君） 諸般の報告

を申し上げます。 

本日の会議につきましては、配付してお

ります議事日程のとおりでございます。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

付しておりますので、御了承願います。 

なお、松本選挙管理委員会委員長、千葉

農業委員会会長、所用のため明日以降欠席

の旨、それぞれ届出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 本日、

ここに令和４年第７回美幌町議会定例会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして、心から感謝いたし

ますとともに、行政報告と提出案件の概要

について御説明申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に御寄

附についてであります。 

去る６月２８日、稲美にお住まいの大井

恵子様から、墓園の管理等に役立てていた

だきたいと１００万円の御寄附をいただい

たところであります。 

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいりたいと存じます。 

第２に、新型コロナウイルス感染症に係

るワクチン接種についてであります。 

新型コロナウイルスの感染者は、６月は

減少していたものの、７月初旬以降、全国

的にオミクロン株ＢＡ．５による第７波が

猛威を振るい、お盆明けの８月１９日に

は、全国の感染者数が過去最多の２６万１,

０２９人に、北海道内の感染者数が８月１

８日に過去最多の８,３１５人となるなど、

感染が急拡大しました。 

本町における感染者の状況ですが、７月

１７日からの１週間で３６名、７月２４日

からの１週間で８０名、７月３１日からの

１週間では１３０名と感染者が急拡大し、

その後も８月７日からの１週間で１１２

名、８月１４日からの１週間では１１２名

と、感染者数は高止まりが続いており、さ

らなる拡大が懸念されていたところであり

ます。 

誰もがいつ、どこで感染してもおかしく

ない状況にあり、町民の皆様は不安を抱え

ての生活が続いておりますが、今一度、基

本的な感染防止行動の徹底を図り、感染拡

大の未然防止に努めることが重要であると

考えています。 

こうしたことから、帰省や旅行で人流が

増加します８月１２日と８月１９日には、

紙面を通じて改めて町民の皆様へ感染拡大

防止に向けたお願いのメッセージを発信し

たところであります。 

また、これまで町民の皆様の不安を解消

するため、研究用検査キットの無料配布を

行ってまいりましたが、８月２２日に在庫
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がなくなったことから、新たに医療用抗原

定性検査キットを購入し、濃厚接触者や感

染の可能性がある方などに薬局を通して無

料で配布し、集団感染の未然防止と町民の

皆様の不安を解消し、安心して生活できる

環境を維持しているところであります。 

４回目のワクチン接種状況につきまして

は、美幌医師会をはじめ、各方面の皆様の

御協力のもと、７月１７日から医療従事者

及び介護従事者を対象に、７月３０日から

は６０歳以上の方及び基礎疾患を有する１

８歳以上の方を対象に実施しており、８月

２１日現在の接種終了者は３,１０２名で、

接種率は３８.２％となっており、引き続き

対象となる方が速やかに接種を完了できる

よう取り組んでまいります。 

政府においては、８月８日、高齢者の重

症化を防ぐとともに、若い世代も含め社会

全体の免疫を上げるため、２回目までの接

種を終えた方を対象にオミクロン株対応ワ

クチン（従来型とＢＡ．１に対応した２価

ワクチン）の追加接種を、１０月中旬以降

の開始を目標に実施することとしておりま

す。 

現時点では、具体的な方針が示されてお

りませんが、感染力の強いオミクロン株に

対応していることから、感染拡大防止に効

果があるものと考えられますので、国が接

種方針を示した後、速やかに接種できるよ

うに取り組んでまいります。 

長きにわたる新型コロナウイルスとの闘

いではありますが、基本的な感染対策であ

る３密の回避、ワクチン接種の推進によ

り、感染させない、感染しないを徹底し、

ウィズコロナの時代を乗り越えてまいりた

いと考えておりますので、引き続き御理解

と御協力をお願い申し上げます。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１４号令和４年度美幌町一般会計

補正予算（第６号）については、新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る医療用検査キ

ット購入のため急を要したことから、専決

処分をいたしましたので、御承認を賜りた

いのであります。 

人事案件について。 

諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、野昭憲氏が本年１２月３１日を

もって任期満了となることから、人権擁護

委員法第６条第３項に基づき、新たに永井

英俊氏を推薦いたしたく、御意見を賜りた

いのであります。 

条例の制定について。 

議案第４５号美幌町議会議員及び美幌町

長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例制定につい

ては、公職選挙法施行令等の改正に伴い、

町議会議員及び町長の選挙運動の経費に係

る公費負担限度額を引き上げるための改正

を行おうとするものであります。 

議案第４６号美幌町手数料徴収条例の一

部を改正する条例制定については、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律等の一部

を改正する法律が施行され、良質な既存住

宅は増改築行為がなくても、長期優良住宅

として認定する制度が創設されることか

ら、手数料の設定など所要の改正を行おう

とするものであります。 

議案第４７号美幌町墓園等条例の一部を

改正する条例制定については、合同納骨塚

に墓誌を新たに設置することに伴い、使用

料の設定など所要の改正を行おうとするも

のであります。 

議案第４８号美幌町産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税免除に関

する条例を廃止する条例制定については、

根拠法が平成２９年７月に改正され、経過

措置期間が満了したことから、条例の廃止

を行おうとするものであります。 

議案第４９号美幌町企業立地促進条例の

制定については、町の産業の振興及び雇用

機会の創出を図ることを目的として、町内

に工場等を新設又は増設しようとする企業
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の立地を促進することについて、助成の措

置など必要な事項を定めるため、新たに条

例を制定しようとするものであります。 

令和４年度各会計補正予算について。 

一般会計については、新型コロナウイル

スワクチン接種の実施に係る関連経費とし

て１億２,１５７万８,０００円を、ふるさ

と寄附金に係る関連経費として１億円を、

燃料価格高騰に伴う貨物運送事業者に対す

る支援として１,２０５万５,０００円など

の増額をはじめ、事務事業の確定に伴う整

理、地方債の変更を行おうとするものであ

ります。 

国民健康保険特別会計については、過年

度国民健康保険給付費等返還金の増額を、

介護保険特別会計については、過年度介護

給付費返還金の増額を、公共下水道特別会

計については、美幌下水終末処理場の電気

料の増額を、病院事業会計については、医

療関係者間コミュニケーションシステム導

入に係る経費の増額などをそれぞれ行おう

とするものであります。 

決算認定について。 

令和３年度一般会計、特別会計及び企業

会計の全会計について、監査委員による決

算審査が終了いたしましたので、議会の認

定を賜りたいのであります。 

報告事項について。 

報告第１７号健全化判断比率について

は、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第３条第１項の規定に基づき、監査委

員の意見を付して報告いたします。 

報告第１８号資金不足比率については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第２２条第１項の規定に基づき、監査委員

の意見を付して報告いたします。 

報告第１９号放棄した債権の報告につい

ては、美幌町債権管理条例第７条第２項の

規定に基づき、報告いたします。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 〔登壇〕 それ

では、さきに通告しました一般質問をさせ

ていただきます。 

大きく一つ質問します。 

未来を拓く少子化対策についてと称しま

して、義務教育課程の中学校等を経た生徒

全員への支援金の創出についてでありま

す。 

美幌町の未来を創造する若者たちへの投

資こそが地域の存続の手だてであり、少子

化対策につながると思いますが、次の２点

について町長の見解をお聞かせ願います。 

一つ目、ひとづくり・育成を推進する政

策の一つとして、義務教育課程の中学校等

を経て、さらに教育を受けるべく、町内外

の学校や技能取得にいそしむ生徒全員に、

１８歳までの３年間、毎年、教材購入費、

技術取得費、交通費等の資金支援を行うべ

きと考えますが、町長の見解をお聞かせ願

います。 

二つ目、美幌町基金条例の中でふるさと

づくり基金が設置されており、設置の目的

として「豊かで活力あふれる本町の発展を

図るための個性的かつ魅力的なまちづくり

事業」とありますが、まちづくりにはひと

づくり・育成が必要と思われますので、先

ほどの資金支援にふるさとづくり基金を充

当できると考えますが、町長の見解をお聞

かせ願います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 松浦議

員の御質問に答弁いたします。 

未来を拓く少子化対策についてですが、
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美幌町の未来を創造する若者たちを含めた

ひとづくりや少子化対策については、重要

なことと考えており、美幌町総合計画やま

ち・ひと・しごと創生総合戦略などの各種

計画に位置づけ、学力向上に向けた取組や

総合教育の充実、美幌高校の充実など、

様々な事業を実施しているところでありま

す。 

１点目の義務教育後、１８歳までの３年

間、毎年、資金支援を行うべきに対する見

解についてでありますが、経済的理由によ

り進学等が困難な方には、生活保護や高校

生等奨学給付金、奨学金などの制度があ

り、授業料以外の教育費に対する負担の軽

減を受けることができます。 

高校教育に対する保護者の負担は重く、

子育て家庭に手厚い支援が必要と認識して

おりますが、国においては、２０２３年４

月、こども家庭庁を創設し、子供を誰一人

取り残さず、健やかな成長を社会全体で後

押しする体制を整えようとしています。 

資金支援の考えはありませんが、国の動

向を注視するとともに、国と地方の役割を

考慮し、様々な学びや体験のできる環境づ

くりに努力してまいりたいと考えておりま

す。 

２点目は、事業に対するふるさとづくり

基金の充当の可否とのことでありますが、

財源充当は可能と考えております。 

しかし、基金は潤沢にあるわけではない

ため、充当事業の選定に当たっては、事業

効果をしっかりと見定めて判断していきた

いと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 

以上、答弁をいたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） １回目の答弁を

受けまして、再質問に入らせていただきま

す。 

子を持つ親にとっては、義務教育を経過

した後、高校、各種技能学校、そして、専

門学校、短期大学、大学を卒業するまでの

教育費について、多くの方はゆとりがある

とは思えません。 

美幌町の中学校などを卒業した後は、そ

れぞれ高等学校を含めたさらなる高等教育

課程に進んでいます。 

教材費、技能取得費や通学費は、相当の

負担が発生しています。 

生徒が進む道の選択肢は多岐にわたり、

どの道へ進んでも教育という人材育成は、

少子化対策の肝心なテーマだと思います。 

全ての子供たちに平等にしっかりと支援

をすることが、将来の美幌町の支えになる

と思い、今回、一般質問をいたしました。 

資金支援の投資は必要であると私は思い

ますので、町長にお尋ねしました。 

残念ながら、国の動向を注視するが、資

金援助の考えはないとの回答です。 

子供たちへの人材投資こそが重要である

とし、高齢者にはインセンティブを振る舞

い、元気で働いてもらう。これが、地域の

将来の道筋であると思います。 

一つ、ここで質問をさせていただきま

す。 

義務教育を経た子供たちへの支援、手だ

て、少子化対策の一助としての政策、今、

何を持って説明できるのかお教え願いた

い。私にはちょっと見当がつきません。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １回目の答弁の中

で１８歳まで、言うならば高校を卒業する

までの支援については行わないという意味

でありますけれども、それは皆さんに平等

にという考えを持っていないということで

御理解いただきたいと思います。 

というのは、答弁書にも書いてあります

けれども、本来、全ての子供たちに対し

て、国がしっかり差別なく行うべきだと私

は思っています。 

そのような意味で、皆さんに平等にとい

う考えは持っていないということでありま
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す。 

それ以外の地方と国との役割は何かとい

う部分で、町として特出させることをどう

していくかということに対して、しっかり

対応することが大事なことであると思って

おります。 

もし、義務教育が終わって、美幌町は何

もやっていないと言われるのであれば、高

校に対する部分の支援もそうですし、例え

ば、将来があって、特出できるような子供

たちに、未来のアスリート・アーティスト

事業で支援する方法も一つの手法でありま

すけれども、そのようなことをしっかり美

幌町はやっているのではないかと私は思っ

ています。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今の回答の中

で、また確認をとりたいと思います。 

１点目、町長は皆さんに平等にとは考え

ていない、私は平等にやるべきということ

で、町長と意見が合わないので、ここの修

正をしたいと思います。 

今、町長の回答の中で三つのキーワード

があり、国がやるべきことだということ、

町は高校に対する支援があること、未来の

アスリートの支援をしているということで

すが、それぞれ私と意見が合わないなと。 

少子化対策というのは、美幌町の場合は

何歳までなのか。 

私は、少子化対策というのは、少なくと

も１８歳、成人になるまで。 

これは、町もしっかりやるべき範疇であ

り、国だけではないと思っています。 

ですから、私は町がしっかりこの３年

間、まだまだ投資すべき事由があるという

ことで、今回質問をしました。 

２点目、高校に対する援助というのは美

幌高校存続の対策資金であり、少子化対策

ではないと思っていました。 

ですから、私はそれであれば、全ての子

供たちに平等に、ある一定の基準値を持っ

た支援が必要であると。 

高校対策資金であればインセンティブ、

加算金としてプラスするなら分かりますけ

れど、ゼロ対加算金ではなくて、対策の上

に加算金がつくほうが、私は平等性がある

と。 

美幌高校に行っていない子供たちも含め

て、全員に平等性を持つべきということを

考えて質問しました。 

そこのところをもう１回、町長に御理解

してほしいと思います。 

それと、アスリートの関係もしっかり運

動して、肉体・精神を鍛えるということは

大賛成です。私もずっとスポーツマンでし

たから。 

ただ、残念ながらスポーツのできない

人、体の悪い人、そのような方にも何かの

手だてが必要かなと。 

そうなると、全員に同じ教育投資があっ

てしかるべきということで質問しています

ので、再度この三つの件についてどうなの

かを回答願います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） まず、再度子育て

支援ということの確認をさせていただきま

すけれども、私はふだん子育て支援、それ

から教育に力を入れたいという言い方をさ

せていただいています。 

そのような中で、子育て支援というのは

何歳までかという話であれば、通常は高校

卒業まで、もう一歩いって成人するまでと

考えてもいいのかと思っておりますので、

それは御理解いただきたいと思っていま

す。 

そして、何度も繰り返しますけれども、

支援の一つの仕方というか、それぞれの町

が行う場合については、子育ての中で全て

ができるというよりも、本来皆さんに平等

にすべきことというのは、やはり国がしっ

かりやらなければいけないというのは根底

にあります。 

ですから、こども家庭庁をつくるとなっ
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た場合には、そのようなところで皆さんを

平等に育てるという施策を国でやっていた

だきたいなと思っています。 

そして、地方がやるときにはどのように

考えればいいかと考えると、やはり財源も

限られた中での選択をどうしていくかと思

っております。 

先ほど、高校までということで高校支援

の部分で言うと、高校を維持するという概

念、それから、そこに通う高校生に対する

支援という二つの面を持っているから、一

つの例としてお話をさせていただきまし

た。 

例えば、アスリートの話、アーティスト

の話も一つの例として話したことでありま

して、それ以外は何もしないということで

はありません。 

皆さんがこのような分野、例えば、医療

についてとか、すべきだということについ

ては、しっかりお話をお伺いして向き合う

必要があると思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 支援金という考

えでもっていって、通学費だとか、教材を

買うお金の中で最低１万円を補助しようと

した場合、美幌町の中学校を卒業する方が

１００数名で考えると年間１００万円、３

学年で３００万円、２万円であれば６００

万円。 

極端に言えば、この金額の充当というの

は、地域のために何に投資するのか。 

次の質問に入る前に確認をとりたいので

す。 

私は、１回目の町議会議員の選挙から、

子供の教育に投資をすべきという議論をも

って選挙に出ていました。 

子供への投資が、将来、経済力をつけて

地域に戻り、地域を豊かにすると。 

それまでの間は高齢者にしっかり働いて

もらい、地域を守ってもらう。 

それが、今後、人口が減っていく美幌

町、日本の育成になるのではないかと。 

もう４０年前から北欧の経済学を日本で

も取り入れるべきということで動いていま

した。 

それが、残念ながらやってもやっても地

方の町の人口が減っていき、高齢化対策、

少子化対策に追われていると。 

４０年間、この日々の繰り返しです。 

私が生まれた昭和３６年は、美幌町の人

口減少の１番最初の年です。 

昭和３５年は２万８,０００人、それから

今現在は１万８,０００人。 

この間、２万後半の子供が生まれて、そ

のうちの２万人が美幌町には住んでいませ

ん。 

今、残っている私たちの年代は、そのと

きの１万人です。 

少子化対策をやってもやってもいなくな

る。 

であれば、日本中で通用して、日本中で

活躍できる子供を育てて、しっかりと地域

に戻ってきてもらう。 

これを私は政策だと思っているのです。 

ですから、いろんな技能学校へ行く子供

たちも、美幌町はしっかり美幌町のために

教育をしていると、少子化対策をしている

という形をとるべきと、今回つくづく思い

ました。 

それで、私も計算したのですけれど、支

援金として１万円が高いのか、安いのかで

はなくて、１万円でも大きな成果を出して

もらえると私は思っています。 

私は平等であるべきだと思う。 

あの方、この方ではなくて、まずは、基

本的に全生徒に一律でしっかり支援をす

る、その底辺を構築すべきと私は思ってい

ました。 

この底辺の全員に平等に出すという部分

は、町長の考えでは違うと言われていまし

たけれど、私は平等が美幌町の税金を使う

意味で最大の役目だと思っています。 

なぜ、平等はいけないのか。 
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町長、お願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 平等であるべきな

のですけれど、平等に行うのは町村がやる

よりも、国がやるべきではないですかとい

うお話を私はしています。 

松浦議員は、部分的な捉え方をした中

で、本質でいけば、当然、支援金を平等に

出すということに対してはそのとおりだと

私も思います。 

ただ、平等に出す、出さないという論議

ではなくて、本来ならば皆さんに出す行

為、国を挙げて、それから、地域を挙げ

て、これからの子供たち、言うならば国を

支えてくれる人たち、地域を支えてくれる

人たちを育てるというのは、国がしっかり

役割としてすべきではないですかというこ

とが根底にあるから、このような話をして

います。 

ですから、松浦議員の御質問のように、

支援金を出すべきではないですかという話

については、そのような方法がいいかどう

かという判断をしなければいけないのかな

と。 

例えば、今言ったように、一律１万円を

出す、２万円を出すというその手法につい

てであります。 

当然、そのようなことをやるのであれ

ば、それはもう平等であるべきというの

は、そのとおりだと私も思います。 

そこを私が言っているわけではないこと

だけは、きちんと誤解を解きたいと思って

おります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） よく分かりませ

ん。 

それであれば、国の支援が必要だという

部分について、従来から美幌町も含めて国

に対して動いていたのか。 

我々も含めて地方が動いていたのかとい

うところについては、今、私はちょっと回

答できません。 

ただ、美幌町の町長として、国にその分

の支援を求めたということは、聞いており

ません。 

当然、国が支援することについては国の

考えです。 

今はないから美幌町が支援すべきだとい

うことです。 

ここは美幌町の議会なので、町長に美幌

町の予算をどうするかという質問をする場

所であって、国の予算を引っ張ってこいと

いう質問はしていません。 

国がもっと手を打つべきだという町長の

苦しさは、私も分かります。 

しかし、地方の町が生き残っていくため

には、地方から頑張って国に間口を広げて

もらう、意見を言う、国が動かないのであ

れば、市町村自らが動くべき。 

それが、町長の役割だと思いますし、私

は、議員としてそれを町長にお尋ねする権

利があって聞いています。 

ですから、今の町長の答弁の中で、その

支援があれば悪いことではないと。 

であれば、心の半分は支援についても理

解してくれるのかなと。 

あとは、国がどうなのだというのであれ

ば、国のことよりまず、美幌町として支援

してもいいのではなかろうかと思うのです

けれど、町長、その辺の考え方はどうなの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 支援金に特出した

話をさせていただければ、先ほど答弁の中

でお話しましたけれども、義務教育が終わ

る中学校を卒業した皆さんに、一律１万円

や２万円の支援をするという方法に対し

て、それがいいかどうかといえば、私は今

のところ考えておりません。 

答弁書には、そのような意味で書いてお

ります。 

ただ、ほかの方法は考えなければいけな

いと。 
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なぜかといいますと、子育て支援という

ことに関しては、教育もそうですけれど、

それに力を入れたいということでありま

す。 

そのことが支援金にこだわるわけではな

いですけれど、先ほど言った１万円とか２

万円を全員に渡すという手法を私は余り考

えていないということで、理解いただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今現在、美幌町

の高校存続支援金は生徒に渡している。 

美幌町以外から来ている生徒にも渡して

いる。 

残念ながら、美幌高校に行っていない子

供たちには支援はしない。 

現状がそのように白黒はっきりなってい

るのが、高校存続の支援金の回答です。 

美幌高校の存続のためにやることをやっ

て、従前から寮をしっかり直そう、交通網

を整備しよう、教育部分についてもしっか

り応援しよう、そして、美幌高校プラス農

業部分についても応援しようという部分に

ついては、当然、まだまだ拡充してもいい

かなと私は思っています。 

それは、高校に対する拡充、支援という

部分があります。 

ただ、美幌高校に行っていない子供たち

も美幌町に住んでいる親がいて、義務教育

をしっかり終わらせて、さあこれから次の

ステップへ行くよという子供たちに夢と希

望を。 

親がしっかりと教育の中で、先生と協議

してやっていますが、残念ながら支援金と

いうか、補助金のない人がいる。 

要するに、約４０人の方にはある程度の

支援金は渡せますが、残った方にはそうで

はありませんよと。 

極端に言うと、１００人の中学校卒業生

がいて、残った方が６０人いたとしたら、

マイノリティーの４０人を支援して、マジ

ョリティーは違うよと。 

そうではなくて、一律でやって、美幌町

の財政に何の問題があるのか、国の教育制

度の何に支障があるのか。私はないと思い

ます。 

ですから、平等に教育についての支援と

いうのが必要なのかなと。ただそれだけの

分野で考えています。 

これが町長の言う支援金の話だというの

であれば、支援金ではない話は何なのか。 

一生懸命学校に行くけれど通学費が大変

だと。ＪＲの時間が決まっているから、乗

れない子は急遽バスで帰ってくる、親が迎

えに行くということもあります。 

私は、単純に通学費だとか、教材費だと

か、そのようなプラスになるものも含めた

何かの手だてを、美幌町の義務教育が終わ

った生徒全員に、１８歳までの３年間手当

てすることが、美幌町の税金の使い道とし

てすごくいいものだと思っています。 

再度、ここの部分について、町長の回答

をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 支援金という言葉

をどのように捉えるかという話をさせてい

ただければ、繰り返しますけれども、一律

で全員に１万円とか２万円を渡す支援金と

いう手法を私は考えていないというお話を

しているだけであります。 

途中から、質問の中で教育に係る支援金

ということに対しては、しないとか、する

とか、今までそのような発言を私はしてい

ません。 

どちらかというと、どのような形になる

か分かりませんけれども、教育とか、子育

てに対する支援ということをいろいろ考え

なければいけないということは、先ほどか

らお話していることであります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 町長、最後の言

葉で、それぞれいろいろなことを考えなけ
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ればいけないと思っているというのは、具

体的に具現化されているものがあれば、一

つお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 何か施策をする場

合に、やはり自主財源をどう考えるかと。 

今、御質問の中で１人１万円とか、２万

円といったら、財政的に知れてるではない

かという論法ではありますが、やはり一つ

の施策を始めるときには、当然、将来に向

かって途中でやめたりすることは、一般的

に好ましくないということを考えれば、期

間限定にするか、これから先に向けてやる

かという手法の選択の中で考える必要があ

るのかなと思っています。 

質問の中にありますけれども、ふるさと

納税についても、町民の方、それから私ど

もの努力もあって増えてきています。 

そのようなものは、ある程度資金とし

て、今までの形プラス子育てとか、教育に

しっかりと町として、施策として実施する

ことを考える必要があるのではないかと思

っております。 

ただ、私も任期がありますので、やみく

もにこのようなことをやるというのは、差

し控えさせていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 町長は、最後の

任期があるからと。 

私も４月までの任期ですから、任期があ

ってもなくても、今、こうすべきことが美

幌町にとっていいと、取り組まないといけ

ないなと思っているから質問しただけであ

り、町長の任期を考えて質問したわけでは

ありません。 

町の政策も任期は全く関係ないと思って

いて、今の町長の答弁はちょっとよく分か

らない。 

先ほど、町長がいみじくも言ってくれま

したふるさと納税についての考えで、質問

をしたいと思います。 

私は、ふるさと納税基金を明確にする時

期が来るかなと思っていました。 

現在は、美幌町の政策の中で、先ほど答

弁されたとおりの納税の考えがあります。 

豊かで活力ある本町の発展を図るための

個性的かつ魅力的なまちづくりの事業。 

個性的とは、国に反して美幌町はいろん

なことをやってもいいという個性的なの

か、他の町村との違いなのか、これも含め

て美幌町はこのような町だというための個

性的という言葉かなと思っています。 

魅力的なまちづくりというのは、人に来

てもらえることなのか、買い物に来てもら

うのか、住んでもらうのか、いろいろなパ

ターンがあります。 

いずれにしても、その場で働く、そこの

場に居合わす人方は、美幌町民がいなけれ

ばできない。 

ですから、人材育成は、まちづくりに最

大限必要であると私は思っています。 

それで、今回の支援金については、ふる

さと納税の基金を充当してもいいのかな

と。 

町長の回答の中では、それについては十

分検討すべき、いいことだと。 

財源が限りなくあるわけではないと申さ

れましたが、今、ふるさと納税は年間約１

億円から２億円の収入があり、その中で美

幌町の基金として今年は１億円ぐらい残る

だろうし、残った分も入れたら相当の金額

になると。 

仮に３億円残ったとして、先ほど私が言

った６００万円を何年間払い続けるのか。 

１０年で６,０００万円、基金に１億円が

あったら、何年もつのでしょうか。 

逆に言えば、その他の基金を違うものに

充当するのであれば、美幌町はこのような

目的のまちづくりをしますよと、人材育成

をしますよということを早急に考えるとき

も来たのではなかろうかと。 

私は、ふるさと納税については、未来永

劫今のままいければいいけれど、国の方針
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でやっている以上は、どこかで変わる場合

もあると。 

ですから、その前に備えて、今ある基金

をなるべく温存してしっかり残す。 

そして、将来にわたって使える道筋をつ

くっておくということは、行政にとって１

番やらなければならないことだと思ってい

ます。 

しかし、私は、それまでの間に、今言っ

た中学校を卒業して１８歳までの子供たち

に支援をして、人材育成をしていくこと

も、美幌町にとっては有効利用だと思って

質問しています。 

いろいろな方が美幌町の方針、町、そし

て、イメージに共感してふるさと納税をし

てくれています。 

その中で、美幌町の特産品なり、変わっ

たもの、もしくは興味のあるものを皆さん

が求めていると。 

物があるから納税ではなくて、美幌町に

夢があるから納税しているのだというスタ

ンスで考えれば、美幌町は教育投資、人材

育成、少子化対策に納税されたお金をしっ

かり使うので、これから勉学を終わらせて

羽ばたく子供たちを、日本中のあなた方の

町で受入れてくださいと。 

そして、その子供たちと一緒になって、

また美幌町へ来てくださいと。 

ですから、我が町は、あなた方から納税

されたお金を少子化対策にしっかり使いま

す。 

日本のためにしっかり羽ばたける人材育

成をする町ですとアピールしてもいいのか

なと私は思いますが、町長はどうでしょう

か。私と同じような考えがありますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、お話いただい

た内容については、私も同感だと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） それであれば、

このふるさと納税の基金の使い道、有効利

用、早急に検討に入るべきだと私は思いま

す。 

今、部局の担当も納税サイト、そして、

事業者とともに、今後どれだけ美幌町の魅

力発信をできるかというところをやってい

る最中ですから、そこの部分をしっかりと

もう一度足元を固めて、２年後、３年後、

５年後、６年後に向けた政策展開をして、

多くの納税した方に美幌町に来てもらう。 

さらに、もっと美幌町のことを理解して

もらう、それも一つだと思います。 

同時に、私が先ほど言った人材育成にし

っかりと使わせてもらうということを今す

ぐ表明し、そして、その財源を明確にし

て、義務教育課程が終わった子供たちに支

援金を充当しても、何も問題なく今すぐで

きると私は思っています。 

町長、再度何か意見がありましたら、私

に教えてください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ふるさと納税の部

分については、個人の部分、それから企業

の部分において、早急に検討すべきという

お話をいただきました。 

そのとおりではありますけれども、今、

検討していないわけではなくて、私は日々

努力しているつもりであります。 

当然、スタッフも皆さんの賛同という

か、予算を通していただいて、美幌町をア

ピールするものをつくっていただいたり、

ホームページを増強したりしております。 

それは、現在もしていると思っておりま

す。 

後段の提案がありましたことに対して、

そのとおりやる、やらないというよりも、

今後その資金を継続的にきちんと温存した

中でいけば、当然、将来に向けてというこ

とは並行して、今いる人たち、今の子供た

ちもしっかりと人材育成をしながら、将来

に向けたこれから育つ、それから生まれて

くる子供たちのために、その基金をうまく
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使えるような施策を示していければいいの

かなと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） たまたま、今

回、二つ目の回答の中で理解できなかった

のは、充当事業の選定に当たっては、事業

効果をしっかりと見極めて判断したいと考

えていますという回答。 

事業をやっていることがあれば効果はあ

りますけれど、今、事業効果というのはな

かなかないのかなと。 

私は、教育というのは生涯学習というの

も考えまして、今、一生懸命頑張っている

小学生、中学生に支援したとしても、その

事業効果というのはいつをもって見るの

か。 

私は、人材育成の効果というのは、なか

なか数値として表せられないかなと。 

私は、この事業効果という言葉は分かり

ますが、経済活動だとか、そのような利益

を持って活動するものについては、当然、

日本は１年会計という資本主義のやり方で

すから１年ごとにやりますけれど、教育だ

とか、福祉だとか、そのようなところにつ

いては年限の指定はないと思っています。 

ですから、事業効果のことをいうのであ

れば、今から始めたって何十年後に効果が

出るか分からない、やらなければまだ遅れ

る。 

効果のことを書いた以上は見極める必要

はない、やるべきだと。 

効果を求めるのであれば、その事業は何

をもって取り組むのか。 

このスタンスもしっかり明確にすべきか

なと。 

効果を求めるものとそうでないものを見

極めるのが先であって、ここに書いてある

「充当事業の選定に当たっては、事業効果

をしっかりと見極め」という言葉は、私は

なかなか判断しづらいなと思っています。 

町長、何か見解がありましたらお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、松浦議員がお

っしゃったとおりだと思っています。 

ですから、皆様のお金を投資するという

ことに対しては、当然、一般的には答弁書

に書いてあるようなことだと思います。 

ただ、本当に人を育てること、それから

将来に向けてどうするかという部分に対し

て、それを一つの効果として見るか、見な

いかという部分でいけば、松浦議員がおっ

しゃったような効果を求めるということに

は当てはまらないと、私は十分に理解した

つもりであります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 最後の質問をし

ます。 

１回目の質問から今の流れの中で、再

度、一つだけ町長に答弁していただきたい

のは、どの政策であろうが、どの場面であ

ろうが、町長から出る言葉は町民に対して

全てが平等だと。 

ですから、先ほど皆さんには平等とは考

えていないという部分は、町民全員に平等

に調整をしたいという形で、ぜひ答弁願い

たい。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、私が答弁した

内容の中において、その言葉を使った経過

を理解いただければ、皆さんに平等に、一

律に皆さん同じくと理解いただいたほうが

いいのかなと思います。 

もし、訂正させていただくならば、皆さ

ん一律に、同じくという言葉に訂正させて

いただきたいと思います。 

私は、どのような形であろうが、やはり

人として、それから政策として、町民の皆

さんには平等でなければならないというこ

とでは、今、指摘していただいたことはき

ちんと受け止めますし、訂正させていただ

けるならそのような意味での使い方を御理
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解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） そうですね。 

今の私の一般質問の政策が、未来永劫美

幌町にとってどのぐらい効果があるのか。 

そして、今、高校に通っている生徒、そ

して、高校でない学校に行っている親御さ

んも相当いろんな形で美幌町の支援を求め

ている。 

このことだけを町長にしっかり理解して

もらい、今、町長の言う平等の部分も訂正

がありましたので、ぜひ、このふるさと納

税の利用も含めて、しっかりと中学校を卒

業した生徒全員に何かの手当てをしてもら

えることを期待し、一般質問を終わりま

す。 

○議長（大原 昇君） これで、１２番松

浦和浩さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１１時１０分といたします。 

午前１１時００分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君） 〔登壇〕 ただい

ま議長から発言の許可をいただきましたの

で、さきに通告しております大きく３点に

ついて、一般質問をさせていただきます。 

まず１点目、公共トイレの設置につい

て。 

男性トイレのサニタリーボックスの設置

について、質問をさせていただきます。 

近年、前立腺がんや膀胱がんなどの増加

に伴い、男性で尿漏れパッドを着用する人

が増えておりますが、男性用トイレの個室

にはほとんどごみ箱がないため、使用した

尿取りパッドを捨てる場所に苦労している

男性が多いとの御意見をいただきました。 

前立腺がんの摘出手術を受けた人の大半

は、脳のコントロールが難しく、尿取りパ

ッドが必要とのことです。 

また、膀胱の手術やその他の疾患でも、

尿取りパッドや紙おむつが必要な男性は少

なくありません。 

そこで、全国の各自治体でも設置が進め

られておりますが、本町の公共施設におけ

る男性トイレにサニタリーボックスの設置

の考えについて、お伺いいたします。 

２点目、総合防災訓練について。 

一つ目、防災避難訓練について。 

本年６月には北海道檜山地方を中心に大

雨・洪水被害が、８月には函館市や北斗市

を中心に大雨・洪水被害があり、河川の氾

濫により甚大な被害をもたらしました。 

また、８月１１日には宗谷地方で震度５

強を観測し、地震の少ない地方でも災害は

身近な存在になってきておりますので、避

難訓練は大変重要です。 

１０月３０日には、全町で３年ぶりに総

合防災訓練が行われますが、前回行われま

した訓練の課題や問題点などを中心に実施

されることだと思います。 

避難訓練の中でも、確実な避難、課題を

見つける避難行動など、発見や気づきによ

る住民の避難能力向上を図ることができ、

今後に役立つものと考えます。 

美幌町として、課題を見つける避難行動

をどのように取り組もうとされているの

か。 

また、気象台や網走開発建設部北見河川

事務所などの意見などを取り入れた災害訓

練の考えがないのか、お伺いいたします。 

二つ目、避難行動要支援者の避難行動支

援について。 

頻発する自然災害に対し、災害時におけ

る円滑で迅速な避難確保及び災害対策の実

施体制強化が求められております。 

本来避難すべきタイミングで避難せず、

逃げ遅れにより被災する者が全国で多数発

生しております。 
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避難指示の内容も十分理解されていない

のも現状としてあります。 

内閣府は、令和３年に災害対策基本法を

改正し、避難行動要支援者ごとに個別避難

計画の作成を市町村の努力義務とするとと

もに、作成に必要な個人情報の利用及び個

別避難計画の活用に関する平常時と災害発

生時における避難支援等関係者への情報提

供に関する規定を新設いたしました。 

美幌町における避難行動要支援者の避難

行動支援について、また、個別避難計画に

ついて、どのように対応されているのか、

お伺いいたします。 

大きく３点目、木育について。 

一つ目、町民の森整備計画について。 

令和２年１２月、森林整備の現状につい

て一般質問をさせていただきました。 

その際「基本的には企業から管理料を含

めていただいて、全部を企業の方が植えて

いるわけではなく、その中で、自分たちで

植えたいという方が来て、企業が関わって

植えていく部分と、相手企業や個人の方か

らオーケーをいただいたら、町民の方が関

わってもらうことは可能かと思っていま

す。そのような意味では、しっかりと町民

の方々も関わっていただくような森林づく

りを今後は進めなければいけないと考えて

おります」と答弁されております。 

また、本年度にゼロカーボンシティーを

宣言され、町民も環境に対して関心が高く

なっていると思います。 

木を植え、森林を育てる町民の森の整備

は、木育にもつながります。 

例えばですが、日本ハムファイターズに

企業の森林に参加していただき、野球バッ

トになるタモの木の植樹を美幌町の子供た

ちとできたならば、木育としてすばらしい

ものになろうかと思います。 

今後の美幌町民の森の整備計画がないの

か、お伺いいたします。 

二つ目、木育マイスター養成について。 

木育とは、子供をはじめとする全ての人

が、木と触れ合い、木に学び、木と生きる

取組です。 

それは、子供の頃から木を身近に使って

いくことを通じて、人と木や森との関わり

を主体的に考えられる豊かな心を育むこと

です。 

木育は北海道で生まれた言葉で、平成１

６年に北海道と道民による木育推進プロジ

ェクトチームがスタートしたときにつくら

れました。 

平成２２年からは、木育マイスター育成

研修により、木育の専門家として平成２８

年度までに２００名の木育マイスターが認

定されております。 

北海道水産林務部森林環境局森林活用課

のホームページには、木育マイスターの名

簿が掲載されており、近隣では津別町の

方々が何人かおりましたが、美幌町の方は

見受けられませんでした。 

美幌町として木育マイスターの養成及び

周知について、今後どのように取り組もう

としているのか、お伺いいたします。 

以上、質問いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 藤原議

員の御質問に答弁いたします。 

初めに、公共トイレの設置について。 

男性用トイレのサニタリーボックス設置

につきましては、病院等で尿取りパッドや

紙おむつを使用されている方が、使用後の

処分に困っておられることから、全国的に

公共施設や観光施設、商業施設など、設置

される施設が増えていると認識しておりま

す。 

現在、本町においてサニタリーボックス

を男性トイレに設置している公共施設は、

多くの方々が日々利用される役場庁舎のみ

設置しているところであります。 

公共施設の男性トイレへのサニタリーボ

ックスの設置につきましては、利用状況や

利用者の年齢層等を考慮の上、長時間滞在
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することが想定される施設に順次設置して

まいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りますようお願いいたします。 

次に、総合防災訓練について。 

１点目の防災避難訓練についてですが、

直近の２年間は新型コロナウイルス感染症

の影響により、町民参加型の訓練は行えな

い状況にあり、長引くコロナ禍において、

いかに安全に避難訓練を実施できるかが課

題でもあります。 

特に、近年の異常気象を見ると、線状降

水帯の発生により、水害がいつ起きてもお

かしくない状況にあり、災害発生時におい

て、町民を安全に避難させるためにも避難

訓練の実施は重要だと認識しております。 

本年度の総合防災訓練は、災害発生から

避難所開設までの水害を想定した訓練と、

地域防災に関する知識を習得するための全

町民を対象とした防災講演会の二部形式で

行います。 

水害を想定した訓練には、美芳自治会と

日の出自治会に御協力をいただき、自主防

災訓練と職員対処訓練を実施することと

し、避難所は美幌中学校に開設し、避難地

域を両自治会の範囲内といたします。 

避難地域を限定した理由は、今後の新型

コロナウイルスの感染状況が増加に転じた

場合でも、訓練を中止しないために参加人

数を制限する必要があり、さらに、町民の

防災意識の高揚を図る目的から、過去、浸

水で避難経験のある地域を選択したところ

であります。 

訓練に御参加いただく方には、避難情報

伝達から始まり、避難経路及び避難場所の

確認、避難行動から避難所受付までの一連

の避難訓練を行います。 

次に、課題を見つける避難行動の取組に

ついてですが、住民自らが命を守り、安全

な避難行動につなげるかが重要な課題であ

ると認識しております。 

行政が発信する避難情報は、町民が避難

行動をとる際、いつ、どこへ、誰と避難す

るか、重要な道しるべとなります。 

災害時には正確な情報を迅速に伝える必

要があり、複数の情報手段を効果的に組み

合わせるなど、今後の訓練におきまして

も、情報伝達の在り方について検証を重ね

てまいりたいと存じます。 

また、今回の総合防災訓練では、気象台

をはじめ、関係機関から支援並びに助言を

いただく予定であります。 

北見河川事務所につきましては、規模縮

小としたことから現場での支援協力を依頼

しませんが、日頃から情報共有を図ってお

り、今後、総合防災訓練を通常開催できる

場合においては、支援協力を求めてまいり

たいと存じます。 

２点目の避難行動要支援者の避難行動支

援についてですが、町が作成した避難行動

要支援者名簿には、現在、７３４名を登載

し、個別支援計画書を各自治会長並びに避

難支援者に交付しております。 

国は、令和３年５月に災害対策基本法を

改正し、新たに避難行動要支援者名簿を活

用した個別避難計画をおおむね５年程度に

作成するよう、努力義務化したところであ

りますが、個別避難計画に移行すること

で、より実効性のある避難支援が可能とな

り、迅速な避難行動につながるものと考え

ております。 

このため、個別支援計画書をもとに、新

たに個別避難計画の策定に向けて準備を進

めてまいります。 

移行に当たっては、避難行動要支援者の

同意や避難支援者の確保など課題もあるこ

とから、地域の協力が不可欠であり、要配

慮者情報を所管する福祉部とも協議を重ね

ながら、取組を進めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りますようお願

いいたします。 

次に、木育について。 

１点目の町民の森整備計画については、

現在、御質問のような計画はございません

が、町民による森林体験事業として、みど



 

－ 18 － 

りの村で実施している赤ちゃん誕生記念植

樹、美幌中学校の生徒による植樹や枝打ち

体験を行っております。 

ここ数年は、新型コロナウイルス感染拡

大防止により、様々な活動が制限されてお

りましたが、社会経済活動再開に合わせて

広く町民の方が参加できるような取組を進

めてまいりたいと考えております。 

また、本町の森林整備の取組に賛同いた

だいた企業、団体などと進めている企業の

森林づくり事業は、造林費用などの経費を

御負担いただいた上で町が管理を行い、そ

の関係者の方々には、記念植樹や下刈り作

業を体験していただいております。 

あわせて、企業との協働による町民が関

われる植樹などを推進したいと思います。 

次に、２点目の木育マイスター養成につ

いてでありますが、木育マイスターは木育

活動の企画立案や指導、アドバイス、コー

ディネートができる人材を育成するための

北海道主催の養成研修を修了した者が、知

事から認定されます。 

現時点において、美幌町民の方の登録は

ありませんが、木育マイスター養成研修の

情報提供など、周知を図ってまいります。 

引き続き、本町としても、木と触れ合

い、木に学び、木と生きる取組である木育

を普及・推進するため、現在実施しており

ます町産材を使用した木製品を贈呈する木

づかい事業、木を使ったものづくりを楽し

む木工体験、林業館きてらすの運営、林業

体験におけるオホーツク総合振興局東部森

林室や美幌林業グループからの技術指導の

提供などの様々な取組を推進してまいりま

す。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） それでは、順次、

再質問をさせていただきたいと思います。 

まず、サニタリーボックスから再質問を

させていただきたいと思います。 

庁舎三階のトイレを利用させていただい

たときに、サニタリーボックスが設置され

ておりました。 

今回の答弁書にもあります「長時間滞在

する公共施設」はどのようにイメージされ

ているのか、今後どのような場所に設置し

ようと考えているのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの御

質問に御答弁いたします。 

役場のほか、しゃきっとプラザ、町民会

館、図書館など会議や研修交流等で、一、

二時間以上多く滞在されるような場所から

順次設置を進めていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回のサニタリー

ボックスの設置について、答弁書にも順次

設置していただけるとありますので、早期

に順次お願いしたいと思います。 

この質問はこれで終わりたいと思いま

す。 

次の質問に移りたいと思います。 

総合防災訓練について、再質問をさせて

いただきたいと思います。 

まず、３年前の全町防災訓練を踏まえ、

今回どのように取り組まれるのか、お伺い

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） ３年前の

全町防災訓練を今回どのように取り組むか

ということでありますが、前回の防災訓練

の反省点等を踏まえまして、今回は情報伝

達の遅れ、避難行動の遅れにつながる部分

をしっかりと取り組みたいと考えておりま

す。 

避難伝達手段としましては、自治会への

情報伝達に加え、消防サイレンの吹鳴、現

地広報活動、メール・ＬＩＮＥなどで情報
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発信をする予定でおります。 

また、情報確保の手段としてあんしんネ

ットのほか、新しい試みとしましては、緊

急速報メールでの訓練メールを配信する予

定でおります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 私も防災について

何度か質問をさせていただいております

が、３年前は情報伝達の手段というのが周

知できていなかったという部分を町民の方

から聞いております。 

先ほど、今回の情報伝達の部分に関し

て、自治会の方を通してと答弁いただきま

した。前回、町長から答弁をいただいてお

りますが、地域とのつながりというか、声

をかけ合ってというのが、今後の避難訓練

については重要かなと思っております。 

携帯を持たない方にはメールとかはやは

り意味がないというか、また、停電になっ

たときに携帯が使えないということも想定

されますので、１番いい情報手段というの

は隣近所というか、よく町長も言われます

共助の部分が１番重要になってくるのかな

と思っております。 

今回、そのような部分を含めて防災訓練

されるということですので、この辺につい

ては、しっかりと情報伝達に取り組んでい

ただければと思います。 

答弁の中で、防災講演会を二部形式で行

うということなのですけれども、今回の参

加対象者と、また、この講習会に参加され

る人数はどのように考えているのか、お聞

かせいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 午後から

全町民を対象とした防災講演会を開催する

予定でおります。 

人数に関しては、今回、中ホールで実施

するということになっていますので、感染

対策をした上で、想定では１２０名の参加

をいただくように考えております。 

講師として、日本赤十字北海道看護大学

の根本教授に来ていただき、感染対策のと

れた避難所の在り方とか、そのような部分

の講演内容で考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 中ホールを想定し

て講演されるということなのですけれど、

１２０名について、申込方法はどのように

周知されるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） １０月号

広報を通じて、事前に公募いただく予定と

しています。 

あと、自治会連合会を通じて、参加人数

を取りまとめていただくようお願いする予

定でおります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 次に、町民の防災

意識についてお伺いしたいと思います。 

以前、町より支給をいただいた非常用持

出袋ですけれども、多分全町民に行き渡っ

ております。 

この中に、ライト付き手回しラジオとい

うのが入っておりますけれども、ライトだ

とか、そのようなものの点検について、今

後どのように町民に周知していくのか。 

また、防災週間が始まりましたので、改

めて自分でも回してみましたけれども、ラ

イトやラジオがつかないぞという感じがあ

りました。 

この辺について、今後、町で用意すると

いうことは多分できないと思いますので、

町民の方に点検していただくとか、このよ

うなことを用意してほしいとか、周知して

いくということが大事になってくると思い

ます。 
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この非常用持出袋の点検について、今後

どのように周知していくのか、お考えをお

聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 先ほどの

非常用持出袋の中身ですが、当初、ライト

付きの手回しラジオを配布しておりまし

た。 

実際に電池の劣化とか、そのような部分

もあって、今はラジオの配布はしておりま

せん。 

今後の用品の点検についてですけれど

も、中身の更新に関してはこちらで再度配

布するということは考えておりませんが、

確認方法とかを今後検討してまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 防災に関すること

なので、早急に点検していただくための周

知というのは非常に大事だと思います。 

広報等で伝達できるようにお願いしたい

なと思います。 

次に、美幌町で管理されております防災

備品についてお伺いしたいと思います。 

９月４日に、子供のためのお祭りがあり

ました。 

その際、私も入り口で検温のお手伝いを

させていただいたのですけれども、防災の

非接触型の体温計が誤作動というか、町長

にも確認していただきましたが、体温が正

確に出ないものもありました。 

この体温計の動作確認とか、そのような

点検というのは、どのような頻度でされて

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 非接触型

の体温計ですが、危機対策課で２か月おき

に資材の点検をする際に、動作確認や電池

の残量とかの確認はしております。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） その点検をされて

いるのに、お祭りの入場の際には正確に体

温が測定できなかった。 

町長も一緒に確認していただいたので分

かると思うのですが、２か月ごとに点検を

していれば、そのような誤作動は多分ない

と思います。 

再度点検していただいて、ちゃんと体温

が測れるかどうかというのは、今後、避難

所が開設されたときに絶対必要になると思

うのです。 

今回、コロナの感染防止とか、絶対に体

温計は必要になってくると思うので、例え

ば、今は２か月に１回と言いましたけれ

ど、１週間に１回は多いかもしれませんが

月１回にするとか、電池の消耗とかもあり

ますので、動作確認とか、そのような部分

も含めてしっかりと対応していただきたい

と思います。 

次の質問に移りたいと思います。 

今回の避難訓練というのは、水防を想定

されているということであります。 

水防という部分でいきますと、私が建設

関係に勤めていたときに、河川事務所とか

が土のうの積み方とか、そのような訓練を

やっておりました。 

今回も水防の避難訓練という部分でいけ

ば、美芳地区、日の出地区の人に自宅の前

に土のうを積むとか、そのような訓練も本

当は大事かなと考えているのですけれど

も、土のうの作成方法とか、土のうの積み

方一つで家に、玄関口に水が入ってくる、

入ってこないというのがあります。 

適当に土のうを積んでも水は入ってくる

のです。 

その辺も含めて、今後、土のうの作成と

か、土のうの積み方などの訓練の周知につ

いて、考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 今後にお

いての訓練の話だと思いますが、今回の総
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合防災訓練については、体験型の訓練を重

視した部分もありましたので、今後、その

ようなコロナ禍の中でできる範囲で、体験

型の訓練を実施するということも検討して

まいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 課長が体験型の訓

練を想定されるというのであれば、土のう

の積み方も体験型の訓練になると思うので

す。 

土のうの作成から積み方とかというのは

何時間もかかるような作業でもないため、

１０月３０日の総合防災訓練で美芳地区の

方や日の出地区の方、何人かに集まっても

らって、２人１セットとか、それぐらいの

頻度でやってもいいのではないかと思うの

ですけれど、その辺の検討はないのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議員から何点

か御指摘等をいただいております。 

私から若干、補足で説明させていただき

ます。 

まず、非常用持出品の点検については、

議員の御指摘のとおりです。 

日頃からしっかり点検をしていかなけれ

ば、いざというときに使えないという事態

が発生してしまいますので、例えば、毎年

９月１日、防災の日は必ず御家庭あるいは

職場等々で、みんなで点検をするという心

がけの日にしたいなと思っておりますし、

広報等も活用したいと思っております。 

それから２点目、防災備品、体温計の点

検という御指摘です。 

こちらも御指摘どおり、防災グッズはい

ろいろありますけれども、やはり日頃の確

認・点検が正しくなければ使用ができない

という事態も想定されますので、今後、こ

こはしっかり改善していきたいと思ってお

ります。 

３点目として、土のうの作成、積み方の

訓練ですが、実は今回も実施方針を作成す

る段階では、いろいろ検討はしました。 

ただ、いかんせん、今現在も町内におい

て感染の拡大もあるということで、自治会

連合会の皆さんとずっと何度もお話をして

いるのですけれども、やはりそのような不

安もあって、今回の訓練の実施に当たって

は、いわゆる通常開催が難しいということ

で断念をした経緯がございます。 

ただ、当然、特に浸水地域においては、

土のうを住宅前に積むということはありま

すので、土のうの作成の仕方あるいは積み

方はいずれ訓練をしなければならないと思

っております。 

ただ、過去の経験で言うと、建設部の担

当者ですとか、作業員、それから消防団の

皆さんの御協力をいただいた中で、数多く

の土のうを作成して運ぶということがござ

いました。 

まず、そちらの体制、マンパワーをしっ

かり確保していくということが急務だろう

と思っておりますので、そこを重点的に取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 部長から丁寧な答

弁をいただきましたので、次の質問に移り

ます。 

今回の避難訓練に関しては、美芳地区と

日の出地区のみの自主防災訓練として実施

されるということです。 

美芳自治会の方が美中まで避難する際の

避難経路というのは、普通でいけば東和パ

チンコ屋の前を通ってということが想定さ

れます。 

前回もそうでしたけれども、あそこは日

の出地区で一部冠水する場所だと思うので

す。 

ハザードマップにも冠水する場所となっ

ています。 
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このようなところを避けて避難訓練をす

べきだと思うのですが、その辺の考えにつ

いてお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 避難する

ときの避難バスの発着場については自治会

と協議していまして、水没とか、水被害が

１番ない場所の候補を何点か絞って、そこ

に避難バスを停留させるということで考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 冠水しているとこ

ろにバスを通すということにもならないと

思いますので、その辺の周知もしっかりと

取り組んでいただけたらと思います。 

次に、課題を見つける避難行動の取組と

いう部分に関してですが、マイタイムライ

ンというのが国土交通省のホームページに

あります。 

ユーチューブでも配信されております

が、いつ、誰と逃げるかを日頃から行うこ

とも大事だという部分がありました。 

誰と避難するかというのが重要な道しる

べになるということが、答弁にもありまし

た。 

マイタイムラインはユーチューブでも配

信されておりますので、この辺の周知につ

いての考えはないのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 御質問の

マイタイムラインの周知につきまして、個

人でそれぞれにタイムラインを作成すると

いうのは、今後、重要なことだと考えてお

ります。 

作成の方法について広報で周知できるよ

う考えてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） ちょっと話題を変

えさせていただきますが、今、全国的に避

難所のペットの問題が出ております。 

ペットがいるために自宅に残っている、

避難しないという方も多数おられると聞い

ております。 

美幌町として避難所のペットの持込み、

対応は今後どのように考えていくのか、ま

た、今後の対応についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 先ほどの

ペットの避難に関してなのですけれども、

今現在、ペットと一緒に避難所に入るとい

うことにはなっておりません。 

今後、ペットが同行してということも考

えていかなければならないと思っておりま

す。 

その方法に関しても、例えば、外にその

ような場所を確保するとか、今後いろいろ

検討してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 防災に関しては、

やってみないと分からないという部分も

多々あると思います。 

すみません、次に、教育委員会に質問を

させていただきたいと思います。 

この間、学校防災教育が行われました。 

学校で災害に遭い、自宅に帰れないとい

う場合、子供が安否確認をする手段として

公衆電話があると思いますが、公衆電話が

使えない子供が多々いるとお聞きしており

ます。 

学校で公衆電話の使い方など、防災教育

として取り組めないのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

公衆電話自体も減っていますけれども、
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公衆電話自体がどのようなものなのかとい

うことについて、防災教育の中で取り入れ

ることは十分可能ですので、今後、学校に

も指示をしていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 避難訓練というの

は、継続性があるものにしなければいけな

いと思っております。 

いざというときに、訓練がなければ動け

ないというのも、人間の心理としてあると

思っております。 

今回の防災訓練の前ではありますけれど

も、先ほど質問しましたことが、今後、町

民の方々が安全に避難行動をとれるような

万全な計画・取組をお願いしたいと思いま

す。 

この質問は終わりまして、次、避難行動

要支援者、避難行動についての再質問をさ

せていただきたいと思います。 

答弁書には「避難行動要支援者名簿、個

別支援者計画を各自治会並びに避難支援者

に交付しております」とあります。 

死亡、長期入院やショートステイなど、

自治会ごとで変動があると思いますが、情

報の共有というのはどのようにされている

のか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

現在、管理しております７３４名の台帳

でございますが、自治会ごとに死亡、転

入、転出、この情報があった時点で、台帳

の修正を保健福祉課に提出して、管理して

いる状況にございます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） ということは、長

期入院とかで家にいないという人も、その

自治会の名簿の中にいるという認識でよろ

しいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 台帳の登

録時点で長期入院されている場合について

は、亡くなっていなければ登録されている

という現状にあります。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） そこの自治会の方

がそのような方を把握していればいいので

しょうけれども、もし把握されていない場

合、その家に確認に行ったときにいないぞ

ということがあり得るのではないかと思い

ます。 

今後、個別支援計画書を作成していただ

けるということですが、自治会の方とかと

の連携に関して、ショートステイも含めて

個別避難計画が出てくるのかなと思うので

すけれども、その辺のお考えについて。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） ただいま

の御質問でございますが、議員おっしゃる

とおり、長期入院等で不在の方については

家にいなくて、実際に災害が起きたときに

その対応に苦慮するケースも出てくると思

います。 

今回、計画書を作る前の段階で、行政で

しっかり制度設計を考えて、それから名簿

の作成等々に移ってまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回の個別避難計

画の作成について、先進地というか、先に

計画を作成している地域がありますので、

紹介させていただきたいと思います。 

宮崎県延岡市が既に作成して取り組んで

おります。 

行政の声と地域の声というのがあるので

すけれども、行政側の声としては「マンパ

ワーが不足している」「日常業務がすごい

多忙である」「福祉部局と防災部局の連携

が不足している」「計画に対する知識不

足」などが挙げられておりました。 
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また、地域の声としては「住民の高齢

化」「自治会に加入しない」「若者がいな

い」「責任がとれない」などが挙げられて

おりました。 

行政側は、初めの一歩が踏み出せないと

いう部分で、地域の個別避難計画の作成は

無理という話も聞いております。 

行政側が地域に出向き、計画策定を推進

しなければ、個別避難計画の作成は困難と

思うのですけれども、今後の対応について

お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 個別避難

計画に関しては、当然、作成する上で登録

される方の同意も必要ですし、そのような

生活環境、身体状況を確認する上で地域の

方の御協力がなければ進んでいかない問題

だと思っております。 

また、登録される方に関してもそのよう

な部分、自立して避難できるかどうかとい

う部分を共助いただく考えで登録してもら

うことも考えております。 

とは言いながらも、そのような災害が起

きたときに自力で避難することが困難な方

に関しては、当然、共助していかなければ

ならないと思っておりますので、現在ある

計画をより実効性のある計画にするため

に、今後、個別避難計画を策定していくと

いうことが重要だと考えております。 

策定については、福祉部及び福祉関係者

と協議可能な時期等を決めた上で、段階的

に進めていきたいと考えております。 

また、まずは、計画の記載事項、災害リ

スクの高い地域、身体状況の重い方などの

優先度の設定を行い、策定に着手してもら

いたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 令和３年度個別避

難計画作成モデル事業報告書の中に避難行

動要支援者の声というのがありますので、

ちょっと紹介させていただきたいと思いま

す。 

「個別避難計画を作成することで、避難

場所、避難経路について改めて確認するこ

とができ、危険箇所の把握ができた」「避

難所に行けることが分かってよかった」

「安心感が高まった」「地域の人が気軽に

声をかけてくれるようになってうれしかっ

た」「避難時の持出品の整理など、自らで

きることも意識していきたい」という声が

あります。 

また、この報告書の中には、住民、避難

支援等実施者の声というのもあるのですが

「障がい者と顔見知りになり、道であった

ときに挨拶や会話ができるようになった」

「これまで余り自治会の活動に参加しなか

った地域住民が参加するようになった」

「災害時に支援する内容や避難所で気をつ

けることが事前に分かり、要支援者も、支

援者も安心できる」という声があります。 

先ほどの災害の部分もそうなのですけれ

ども、美幌町というのは災害が本当に少な

いところで、皆さん安心している部分もあ

ると思いますが、近年の災害において、高

齢者や障がい者が犠牲となっております。 

災害における全体の死者のうち６５歳以

上の高齢者の割合は、令和元年台風１９号

では約６５％、令和２年４月豪雨では約７

９％となっております。 

災害時の避難支援をさらに実効性のある

ものにするためには、やはり個別避難計画

の促進が重要であると思っております。 

先ほどの避難のこともそうかもしれませ

んが、行政側はやることが本当にたくさん

あると思います。 

ですが、何度も言いますけれども、町民

の方が全員、安全に避難行動に移れるよう

な対策に万全を期していただきたいと思っ

ております。 

次に、木育について再質問をさせていた

だきたいと思います。 

企業の方に、町民の方と森林に興味を持
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ってもらうということが大事だと思いま

す。 

今回も石上車輌さんから寄附をいただい

ておりますけれども、石上車輌さんから住

民の方と一緒に木を植えたいとか、そのよ

うな声がなかったのかをお聞きしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 先に、先ほど

の避難行動要支援者に関わる御指摘につい

て、若干の答弁をさせていただきます。 

議員御指摘のとおり、災害弱者の方の命

をいかに災害発生時に守るかというのが私

たち行政の仕事ですし、また、地域の皆さ

んと一緒に協力し合うことで、しっかり命

を守っていくということが大切なのだろう

と思っております。 

これからおおむね５年をめどに個別避難

計画の作成を進めることになるのですが、

正直なかなか時間のない中で、いかに進め

ていくかというのが大きな課題になってお

ります。 

ただ、何度も言いますが、今回、計画書

の作成に当たる私たち防災の担当と福祉部

門の職員、忙しいわけですけれども、いず

れの職場も住民の皆さんの命を守るという

ことが本来の仕事ですので、ここはしっか

りと計画的に対応していかなければならな

いと考えております。 

いずれにしても、全ての方の命を助ける

ために何ができるかというのを真剣に考え

て取り組んでまいりますので、御理解をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

先に行われました石上車輌さんの御寄附

のときには、そのようなお話はありません

でしたことをお伝えいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 多分、向こうから

提案はないと思うので、こちらから町民の

方と一緒にというアピールをしないと、石

上車輌さんもいいですよ、一緒にやりまし

ょうということにはならないと思います

が、町長、どうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、石上車輌さ

んと契約締結をして、私も一緒に植えさせ

ていただきました。 

石上車輌さんからすると、コロナ禍で来

られる方がやはり少ないので、最終的には

社員の方がこちらに来て、一緒に植えたい

という希望はもともとありました。 

それで、町民の方とどう関わるかという

のは、私どもからもそのようなときに一緒

に交流をさせていただきたいということ

は、前に石上車輌さんにもお話ししていま

す。 

藤原議員がおっしゃるとおり、こちらか

ら働きかけるということで理解しておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 木を植えるという

ことは屋外のことですので、コロナとかは

余り考えなくてもいいのかなと思います。 

町民の方がどれだけ参加するかというの

は別問題なのですけれども、皆さんと一緒

に木を植えるということはいいことだと思

いますので、今後、その辺の対応をよろし

くお願いしたいと思います。 

次に、美幌町にいろいろな公園とか、み

どりの村とかも含めて自然に囲まれたいい

場所があると思うのですけれども、学校に

植えてある木とか、樹木園とか、美幌町に

いろいろあると思います。 

そこに樹名板とかをつければ、例えば、

これは柏の木なのだよ、別名は何ていうの

だよとか、子供たちも木にすごく親しんで

いただけると思います。 

この樹名板に対して何か考えがあれば、

お伺いしたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 教育委員会の部分

は教育長がお話しすると思いますけれど

も、例えば、みどりの村とか、多くの人が

来て、木に触れるところについては、私が

指示をして樹名板をつけたことがありま

す。 

ただ、今もそのまま継続されているかと

いうのはちょっと分かりません。 

あと、学校林については別なものなの

で、そこは直接一般の方が関わることがな

く、ちょっと難しいと思うのですけれど

も、公共施設の中でそのような木があると

ころで、ついていないところについては、

やはり考える必要はあるかなと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお尋

ねですが、町長からも答弁がありましたよ

うに、みどりの村で樹名板をつくった経過

がございます。 

そのとき、博物館の学芸員もデザイン等

に大分関わったという経過もございます。 

議員おっしゃるように、木を切り口とし

て様々な教育の要素がございますので、そ

の辺についてはしっかり考えていきたいと

思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 私の質問にもあり

ましたけれども、幼少の頃からしっかり木

と触れ合うということが、心を豊かにする

という部分もありますので、しっかりと取

り組んでいただければと思います。 

次に、北海道水産林務部森林環境局森林

活用課活用調整係のホームページの中で、

ＮＰＯ法人アオダモ資源育成の会の活動内

容が紹介されておりました。 

このアオダモ資源育成の会というのは、

プロ野球選手などに野球のバットを供給す

るため、育て、植えていくという会である

と、ホームページではそのように書いてあ

りました。 

先ほど、私はファイターズと一緒にとい

う話もしましたけれども、今後、このアオ

ダモ資源育成の会との連携というか、その

ようなことについて何か考えがないのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、そこまでの考

えは持っておりません。 

ただ、今まで野球連盟の依頼で美幌町に

木を植えさせてもらって、将来バットにな

る木を育てるというようなことで協定は結

んでいる状況であります。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 時間がないので、

次の木育マイスター制度について質問をさ

せていただきたいと思います。 

子供たちが木と触れ合う場の提供という

のが大事だと思っております。 

マナビティーセンターの中に木工サーク

ルというのもありますけれども、例えば、

そのようなところに子供たちと触れ合える

場所がつくれないかとか、建設中の住宅見

学会とか、木に携わる人々に木育マイスタ

ーになっていただけたらと思います。 

木育マイスターというのは、キノコに詳

しい人とか、木工場にいた人、工芸品をつ

くる人、元大工だった人、造園に携わる人

とか、美幌町にたくさん人材がいると思い

ます。 

木育マイスターという制度に対して、多

分札幌かどこかに行かないと研修を受けら

れないと思うのですけれども、例えば、人

数が集まれば美幌町で木育マイスターの研

修というのはできないのか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

こちらの養成研修に関しましては北海道
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で実施しておりまして、今年は苫小牧市で

開催していて、もう既に募集も終わってお

ります。 

ですので、人数が集まれば美幌町とか、

そのようなことはこちらでは分かりかねま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 次の質問に移りた

いと思います。 

答弁書の中に「美幌林業グループからの

技術指導の提供など、様々な取組を推進し

てまいります」とありました。 

林業グループの技術指導というのは、ど

のような取組を考えているのか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、木育マイスタ

ーの話をされましたけれども、指導林家と

いう言葉をお聞きになったことがあるかと

思います。 

それで、美幌町はマイスターの登録をす

る方がいないのですけれども、実は、北海

道知事が認定する指導林家が美幌町には６

人いらっしゃいます。 

これは管内的に見ると非常に多いです。 

大空町、津別町については４人、北見市

は７人。 

そのような意味でいけば、マイスターは

いませんが、実際に木を植えるときにはこ

のようなプロの方に必ず来ていただいて、

町民の木を植える、植栽の関わりをしてい

ただいているので、その辺も御理解いただ

きたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今、地球温暖化と

いうのが叫ばれております。 

美幌町の豊かな自然を守り、共存してい

くことで、温暖化対策、ゼロカーボンにも

つながっていくと思いますので、木育を通

して豊かな心を育てていけるような今後の

取組に期待して、私の質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、２番藤原

公一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時３０分といたします。 

午後０時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 〔登壇〕 それで

は、２項目、２点について御質問いたしま

す。 

まず１点目、美幌駐屯部隊充実整備期成

会の活動についてお伺いいたします。 

陳情成果と今後の活動について。 

第５旅団の機動旅団化を見据えて「第６

普通科連隊を第６即応機動連隊へ」という

陳情を平成２９年度途中から項目に加え

て、要望してきたと思います。 

また、町内数か所に看板を設置して、目

に見える形で行動を行ってきました。 

いよいよその成果が実を結び、令和５年

３月に第６普通科連隊が第６即応機動連隊

と改編される予定です。 

町長として、陳情成果の思いと今後の陳

情内容や看板をどうするかなど、期成会の

今後の活動についてお聞かせください。 

２点目、コロナ禍における物価高騰対策

支援事業についてお伺いいたします。 

コロナ禍での原油価格・物価高騰による

水道光熱費等に対する支援策について。 

新たな変異株の出現など、新型コロナウ

イルスの終息が見通せない中、経済が疲弊

し、ロシアによるウクライナへの武力侵攻

などもあり、原油価格や物価が高騰してい

ます。 

国は、コロナ禍における原油価格や電

気・ガス料金を含む物価高騰に直面する生

活困窮者等への支援として、新型コロナウ



 

－ 28 － 

イルス感染症対応地方創生臨時交付金のコ

ロナ禍における原油価格・物価高騰対応分

を創設し、各自治体へ当該予算を配分いた

しました。 

美幌町も年度当初、それらの予算を活用

して、子育て世帯生活支援特別給付金給付

事業などの生活者支援や原油価格・物価高

騰対策プレミアム商品券発行事業などの事

業者支援を計画いたしました。 

また、電気料金の値上げ等に伴い、公共

施設に係る電気料金の増額補正を予定され

るなど、電気料金やガス料金は、生活困窮

者以外の一般世帯へも影響を及ぼしていま

す。 

このような中、他自治体では家計への経

済負担を少しでも軽減するために、水道料

金の基本料金を数か月分免除しているとこ

ろもありますが、水道光熱費等に対する支

援について、町長の考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 戸澤議

員の御質問に答弁いたします。 

初めに、美幌駐屯部隊充実整備期成会に

ついてですが、防衛省は、第５旅団隷下の

第６普通科連隊を第６即応機動連隊（仮

称）へ改編する一方で、第１特科群隷下の

第１０１特科大隊を廃止する予定であり、

令和５年３月をめどに美幌に駐屯する部隊

の改編準備が進んでおります。 

本町をはじめ、隊区内２市８町が求めて

まいりました即応機動連隊の誘致は、これ

までの陳情活動等と地域の思いが評価・反

映されたものと受け止めております。 

今般、国家安全保障政策の中心となる防

衛３文書の改定に向けた具体的な検討が進

んでいる一方、ロシアによるウクライナへ

の軍事侵攻により、不安定三正面の一つで

ある北日本正面の脅威は、これまで以上に

懸念されているところであり、特にロシア

との国境に接するオホーツク圏にとって

は、常に動向の把握や監視体制の強化が必

要と強く感じている次第であります。 

このような状況から、改編される第６即

応機動連隊（仮称）の人的基盤の充実等、

即応力・対処力を高めるためにも、充足率

の向上と配備される装備品の完全充足につ

いて、引き続き要望していく所存でありま

す。 

また、機動性・即応性を保持する即応機

動連隊は、災害時で全国に展開される部隊

となりますので、隊員及び留守家族のサポ

ートも必要になるものと考えております。 

平成３１年１月に締結した派遣隊員の留

守家族支援に関する協定に基づき、町全体

でしっかりと支援に努めてまいりたいと存

じます。 

今後の期成会の活動につきましては、美

幌駐屯部隊の活動を支える町民の気運の高

揚を図るため、看板並びに懸垂幕の更新を

順次行い、編成完結に向けた諸行事の支援

などに取り組んでまいりますので、御理解

を賜りますようお願いいたします。 

次に、コロナ禍における物価高騰対策支

援事業についてですが、コロナ禍における

原油価格や物価の高騰は、町民の家計に大

きな影響を及ぼしており、日本を取り巻く

環境が一層厳しくなることが懸念されてお

ります。 

このような中、水道光熱費に対する支援

策として、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を活用し、水道基本料

金の免除を実施している市町村があること

は認識しておりますが、水道料金は家庭ご

とに賦課していることから、基本料金の免

除を行った場合、世帯人数に応じた幅広い

支援とはならないため、現在水道料金の免

除については考えておりません。 

原油価格・物価高騰に対する支援として

は、町民にとって少しでも負担を軽減でき

るよう、高齢者世帯や子育て世帯に対し重

点的な支援を行っているところであります

が、一般世帯への光熱水費に対する支援に

ついては、今後の状況を見ながら引き続き
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検討してまいりますので、御理解賜ります

ようお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、美幌駐

屯部隊充実整備期成会の活動についてから

再質問をさせていただきたいと思います。 

まず初めに、答弁の中で「即応機動連隊

は、災害等で全国に展開される部隊となり

ますので」と書いてあったのですが、基本

的にはあくまでも防衛任務のために即応機

動連隊になるということで、災害展開部隊

はあくまでも大規模災害があったときに即

応機動連隊、即応機動旅団に限らず全国展

開するため、その辺の認識が誤っているの

かと思いますので、改めていただきたいな

と思います。 

あと、看板並びに懸垂幕の更新を順次し

っかり行いたいということで、ありがたい

答弁をいただきました。 

今、私が確認できている「第６普通科連

隊を即応機動連隊に」というものと「北の

守り 陸上自衛隊」というものの２種類の

看板が美幌に数か所あるのですが、通勤す

る隊員の方々には美幌町がここに看板を建

ててくれたな、町民の方にも自衛隊が改編

するのだというＰＲにもなっています。 

結構、他部隊が国道３９号線を通って矢

臼別演習場に行かれるのですけれども、非

常に目立って、美幌町はこれだけ自衛隊の

ことを応援しているのだと、他部隊に対し

てもすごい応援になっていて、美幌町はす

ごいとＰＲになっている看板だと思うので

す。 

それで、即応機動連隊へという看板は、

来年の４月以降、あの内容では使えないの

ではないのかと思います。 

例えば、即応機動連隊になりましたでも

いいのですけれども、いずれにしまして

も、内容が合わないから撤去するというこ

とはしてもらいたくはないのです。 

町長も順次更新しますという話でしたか

ら内容を変えて、美幌町は自衛隊をしっか

り応援している町だなという思いをもっと

拡大してもらいたいという気持ちもありま

すし、最低限は今の看板を残してもらいた

いという気持ちもあります。 

そこで、具体的に今「第６普通科連隊を

即応機動連隊へ」という看板が多いと思う

のですけれど、その内容は変えて、当然、

あの看板は残すと。 

変えるとするのであれば、どのような言

葉があるのか。 

もう決まっているのであれば、教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 初めに、答弁内容

がちょっと言葉足らずというか、一部分し

か答弁していなくて、本来の国防という意

味での部分が欠けていたことについて、御

指摘をありがとうございます。 

認識を改めて確認させていただきます。 

今、御質問の看板は全体で５か所ありま

す。 

その中で、東京電波のあったところだけ

が「北の守り 国民の生命と財産を守る 

陸上自衛隊」となっていて、北見から来た

りするときに自衛隊の町なのだなというこ

とで、非常にいい印象を私自身も持ってい

ます。 

それで、他の４か所も含めて、今ある看

板については「みんなの力で 美幌駐屯地

に 即応機動連隊の誘致を」となっていま

す。 

時期的には全部終わったときでないとま

ずいと思うのですけれども、４月１８日に

充実整備期成会総会をさせていただいたと

きに、そこで看板の名称を「道東屈指の精

強部隊 第６即応機動連隊 の充実強化

を」と直したいと。 

このとおりの名称となることを今のとこ

ろ願っています。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 非常にありがたい

ことですね。 

美幌町民もそうですけれど、やはり他部

隊へのＰＲになります。 

今の看板の大きさもちょうどいいです

し、黄色と黒の文字も目立つし、あとは言

葉だなと思っていたのですけれど、非常に

いい言葉を使っていただけるということ

で、心強く感じました。 

次に、令和４年度の期成会の陳情要望

で、標題は第６即応機動連隊（仮称）への

改編に係る陳情ということで、内容は人員

の充足率の話と装備品の充実の話を要望さ

れているのですが、来年度以降、要望する

とすれば、当然、充足の話は出てくると思

います。 

最後は期成会の総会等で決まるのでしょ

うが、具体的にどのような内容で陳情して

いこうかという腹案、今のベースでプラス

何かあるのか、その辺の心積もりがあれ

ば、お聞かせいただきたいなと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、陳情させて

いただいた主な内容について、私どもが希

望した即応機動連隊に改編いただいたとい

うことに御礼を申し上げるというのが一つ

のポイントでありました。 

もう一つは、今後についてということ

で、答弁でもお話しさせていただきました

けれども、人数としては全体的に５０名増

えるというお話をいただいておりますが、

どれだけ充足していただけるかということ

でありますので、充足と装備品の近代化を

図っていただくと。 

他の要望もそうなのですけれど、どうし

ても美幌駐屯地として、また、第５旅団と

して、私どものところはオホーツク海に面

していて非常にロシアに近いということも

あって、その中でいけば、特に充足、それ

から装備品の近代化ということをお願いし

てきました。 

基本的に今回の改編の状況を見て、その

ことを中心に何を足せるかということは、

これから十分に研究して、皆さんと御相談

してまいりたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） やはり要望とマッ

チするのは、防衛計画の大綱があって、そ

の中に中期防衛力整備計画、それに乗っか

ってくると、実現性が非常に高くなってく

るという話になってくると思うのですが、

新しい防衛大綱では、宇宙・サイバー・電

磁波という三つのキーワードでほとんど動

いているのですよね。 

それで、今年度、陸上自衛隊に電子作戦

隊というのが発足しまして、安保新領域が

大幅強化されたということで、実際何なの

かというと、電磁波領域での対処能力強化

の部隊なのです。 

本部は朝霞にあるのですけれども、それ

の隷下部隊としてあちらこちらにあるので

すが、北海道の留萌にできたのです。 

それから、長崎の相浦ですとか、熊本健

軍、奄美、那覇、知念にもできる予定とい

うことです。 

留萌ですと、余りオホーツク海、ロシア

方面に向いていないと思うのです。 

だから、多分これはチャンスではないの

かなと。 

今、ロシアは脅威ですから、ロシア方面

に電磁波部隊、対応できる部隊があれば、

非常に可能性も出てくるし、当然、今度つ

くられる中期防衛力整備計画には載ってこ

ないと思うのですが、次の中期防衛力整備

計画にぜひ載せられるように、その辺を含

めて要望することも一つの手なのかなと思

うのです。 

サイバーはどこでもできると思うので

す。 

電磁波となると、ある程度近くてその方
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面に向いていないといけないということ

で、あまり近くても駄目だと思うし、内陸

の美幌駐屯地が１番適しているのかなと思

うのですよね。 

その辺も含めて要望されたらどうか、検

討の資料にはなるのかなと思うのです。 

また、方面に教育部隊があって、大体が

千歳で教育をやっていますが、ある程度の

層の上級者クラスになると、倶知安で教育

をやっているわけです。 

それらも含めて教育部隊、細かくなりま

すが国際貢献する教育部隊、今後、どう防

衛省が考えるかは分かりませんけれども、

美幌町については４キロ四方に訓練場もあ

りますし、３００メートル打てる射撃場も

ありますし、訓練環境は非常にいい場所で

す。 

当然、女満別空港も近いというところ

で、非常に人の行き来もしやすい、訓練も

しやすいということで、そのような部隊を

要望するのも一つの手かなと思うのですけ

れども、町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） いろいろ御意見を

いただき、経済新聞等も防衛費を問うとい

う中において、今、議員がおっしゃったよ

うなサイバーというか、電子戦装備の部分

についても記事が出ていて、私も同感かな

と思っております。 

それで、今回、私どもの充実整備期成会

ではないのですけれど、駐連協の副会長も

させていただいています。 

その中で、北海道が置かれている状況に

おいては、北方領土に対する整備という

か、その電子戦に対するものの装備がかな

りされていて、サイバー攻撃とか、電子戦

の装備、通信網の情報操作が危惧されてい

るので、そのような対応をしっかりしてい

ただきたいという話をさせていただきまし

た。 

そして、特に北方領土に接する第５旅団

の設備の近代化、増強をお願いしたいとい

うお話もしていただいております。 

ですから、来年度以降、実際に一般的な

話ではなくて、一歩進んで何かを提案する

ということになったときに、今、議員から

いろいろアドバイスをいただきましたの

で、また皆さんと協議をしながら、それか

ら、今の国の動向をしっかりと押さえた中

で、何か具体的に要望に結びつけるものが

あれば、しっかり対応していきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） やはり、中期防衛

力整備計画に載るような要望が１番実現し

やすいと思いますので、それを念頭に置い

て再度どのような内容がいいのか、期成会

等で揉んでいただければと思います。 

次の質問で、編成完結に向けた諸行事の

支援などに取り組んでいきたいというお話

をされていました。 

実際、ほぼ間違いないと思うのですが、

来年の３月には第６普通科連隊が改編しま

す。 

１０１特科大隊は残念ながら廃止になり

ます。 

ということで、具体的に改編、それから

廃編、大きく二つのパターンの事業がある

と思うのですけれども、やるとすれば準備

期間が４か月か５か月しかありませんの

で、もし、今の段階で考えられている事業

が何かあれば、お聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １０１特科大隊の

来年の廃隊に向けての行事等について、日

程等、内容、会場の問題も含めていろいろ

相談されておりますので、そのことについ

ては、大空町とも相談しながら細部を詰め

させていただいている状況です。 

今、これ以上お伝えすることはちょっと

難しいのですけれども、しっかり対応はさ
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せていただいております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 自分の原隊がなく

なるというのは非常に寂しいことで、でも

もう決まったことだからと隊員も諦めはつ

いていると思います。 

ただ、やはり最後に花を持たせるという

のは、大変重要なことだと思うのです。 

部隊独自ではなかなかできない事業です

ので、財政面も含めて何とか期成会で最後

の花を持たせていただければという思い

で、このような質問をさせていただきまし

た。 

しっかり準備をされているという心強い

御答弁をいただきましたので、ありがたく

存じます。 

この項目では最後の質問になりますが、

帯広、釧路、鹿追、別海などが駐屯地を抱

えていますけれども、道東の他自治体で期

成会を持っているところもあると思うので

す。 

道東の中で、協議会まではいかないにし

ても、期成会同士で何か連携して、このよ

うなことに対して啓蒙活動をもっとしてい

こうということもできると思うのですけれ

ども、そのような活動、取組の話は全然聞

こえてこないですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私どもは２市８町

での協力会がありまして、それぞれ駐屯地

がある町村においては、私どものように隊

区内としての充実整備、町としての充実整

備等、それぞれ帯広、釧路、鹿追等も含め

てあると思っています。 

活動内容の深さというか、積極的にやっ

ているかどうかというのは置いておいて、

そのような流れがあった中において、どう

しても師団とか、旅団の中で、全体で何か

整備をしていくというか、要望していくと

いうのは、なかなか難しい部分があるかな

と私は思っております。 

旅団、それから師団の中においても、そ

れぞれ町村の利害関係というか、今回の即

応機動連隊へという話をすれば、第５旅団

の中で美幌でなくても希望するところはあ

ったと思うのです。 

そのような中でいち早くそのような情報

をキャッチして、何とか美幌にと。 

ですから、まずは、それぞれの市町村で

しっかりと応援体制、それから隊区内でし

っかり応援体制、そして、それを超えた場

合に対しては１７９市町村が全部入ってい

る駐連協。 

そのような中で師団とか、旅団というこ

とではなく、北海道の自衛隊をどうするか

ということを含めて、対応していく必要が

あるのかなと思っております。 

また、それ以外には、美幌町も入ってい

ますが、国から防衛にかかるお金をいただ

いている基地協という組織もあります。 

それぞれの組織でしっかりと活動してい

る中で、第５旅団としての何かの動き、連

絡調整とか、そのようなことは可能かもし

れませんし、また、私がお話しすることで

はないですけれど、議員の方々の動きの中

で、議長の皆さんで一つの会をつくってい

るということもお聞きしています。 

全道的な動きの中で進めていって、しっ

かり自衛隊を応援していくという体制を今

後も続ける必要があるかなと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） この連携の話は私

の案ではないのですけれども、そのような

動きがあるのではないかとある方からお聞

きしたもので、あるのかなと。 

確かに、町長が言ったように利害関係が

ありますから、同じような陳情は取り合い

になるでしょうし、啓発という部分では連

携できるかもしれませんので、確認させて

いただきました。 

それでは、大きく２番目の水道光熱費等
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の支援策ということで、質問をさせていた

だきたいと思います。 

御答弁の中で「水道料金は各家庭ごとに

賦課していることから、基本料金の免除を

行った場合、世帯人数に応じた幅広い支援

とはならないため、水道料金は免除しない

考え」とありますが、ここの部分がどうも

理解できないのです。 

なぜかといいますと、１人世帯と５人世

帯がいた場合、電気料が５倍になるのです

か、水道料が５倍になるのですか、食費が

５倍になるのですかというと、間違いなく

ならないですよね。 

でも、電気代は上がる、灯油代も上が

る、ガソリン代も上がっている。 

それは、個人よりも世帯に影響している

話ですよね。 

そして、町としてガソリン代を免除しま

すよ、電気を免除しますよというのは、自

分が事業をしているわけではないから多分

言えないと思うのです。 

やるとすれば、補助金を出すとかそのぐ

らいだと思うのです。 

町が直接そのような一般世帯の方に、何

かしらコロナ禍の影響を受けているから援

助しますといったときには、やはり水道料

金しかないと思うのです。 

ということで、ほかの市町村は水道料金

の基本料だけでも免除しようかと、免除し

ていると思うのです。 

だから、市町村によっては期間も違いま

すし、その対応も違いますよね。 

それぞれの市町村の特性に応じてまちま

ちです。 

町長は、基本料金の免除を行った場合、

幅広い支援とはならないからやらないのだ

と言っていますけれど、そこら辺がちょっ

と理解できないので、何で水道料金が免除

できないのかということをもう一度詳しく

説明していただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

今の世帯人数に応じた幅広い支援等とい

う御質問でございますけれども、まず、美

幌町の場合につきましては、今現在の基本

料金は８トンまでで１,３２０円でございま

す。 

１人世帯でも１,３２０円、４人家族、５

人家族と比較した場合でも、同じ金額の基

本料金がかかると。 

その中で、世帯の人数が多く、使用料が

多くても、基本的には１，３２０円しか減

免ができないということになりますので、

そこの部分で一律の支援ではないというこ

とから、幅広い支援ではないという考えを

持ったところでございます。 

また、美幌町の給水普及率ですけれど

も、現在９５.４％でございます。 

残りの約５％、約３２０世帯につきまし

ては、郊外の集落等の地域になっていまし

て、そこに関しては水道の契約をしていな

いということになってきますと、そのよう

な減免が受けられないと。 

そのような部分で広く還元されることが

ない、物価高騰に対する支援としましては

適当ではないという考えを持ったことか

ら、減免はなじまないとしたものでござい

ます。 

御答弁申し上げました。よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今の考えですと、

８トンまで１,３２０円。 

それは、１人世帯であろうと２人世帯で

あろうと一緒ですね。 

では、それ自体が不公平になっていると

聞こえるのです。 

それであれば、１人世帯だったら２トン

までにしたらいいのではないかとか、多分

そのような考え方も出てくると思うので

す。 

８トンまでは１人世帯でも、２人世帯で
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も基本料金は一緒ですというのであれば、

それが不公平だから水道料金を控除できな

いのですよという答弁だと思うのです。 

では、水道料金の今の基本料金はどうな

のですか、不公平はないのですかと聞きた

いのですけれど、その辺はどうでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、ひと月８トンまでが

基本料金ということで１，３２０円、それ

を超えますと１トン当たりの料金がかかっ

てきますので、世帯が多くなればそれだけ

水の使用も多くなり、使った量に応じてか

かっておりますので、その不公平感はない

と思います。 

今、課長から御答弁したとおり、基本料

金だけを免除してしまうと、そのような世

帯の人数に応じた支援にはならないという

ことです。 

そしたら、世帯に応じて水道の使用料に

応じた免除もというお話かと思いますけれ

ども、そのようなことも実際には可能かと

思いますが、なかなかその事務手間といい

ますか、水道の契約自体が世帯何人という

押さえ方もしていませんので、実際にその

ようなことをやるとなると、世帯の人数を

抑えたりということも出てくるため、恐ら

くいろんな市町村は基本料金だけの免除と

しているのかなと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） いや、私は超過料

金も含めて厳密にという話はしていないの

です。 

基本料金を減免してはどうですかと。 

今、部長が言いましたように水道料金

は、当然、世帯が増えるほどトン数が増え

るから料金が増えているのだと。 

だから、その減免も一緒ではないです

か。 

基本料金を免除するということは、１人

世帯であれば、当然、ゼロになる。５人世

帯であれば超過分がかかってくる。 

それは、水道料金徴収と同じ考え方だと

思うので、多分不公平にならないと思うの

です。 

この御答弁は、私には理解できないとお

話ししましたが、おかしいのかな。 

だから、水道料金の基本料とそれを負担

するということは多分イコールで、不公平

感はないと思うのですけれど、その辺はど

うでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 例えば、１人

世帯ですと基本料金がゼロになりますよ

と。 

うちの家庭ですと５人世帯なので、ひと

月１万５,０００円ぐらいかかっています。 

そのうち、１,３２０円だけが免除にな

る。 

家庭によっては、家族が多ければ多いほ

どそのような光熱費というのは多くかかっ

ているにもかかわらず、１人世帯はゼロに

なると。 

５人世帯であれば１人分しか免除になら

ないということから、物価高騰というのは

それぞれの世帯人数によってかかる金額も

多くなると思いますので、そのような世帯

人数に応じた支援になるのであれば、まだ

不公平感はないのではないかと考えたとい

うことで答弁しております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） その辺の考え方は

分かりました。 

１番いいのは、コロナが発生した当初

に、国の事業ですけれども国民１人当たり

１０万円。これは絶対に不公平はないです

よね。 

確かに、そのあと生まれてきた人はどう

なのだとか、いろいろ問題はありましたけ
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れど、基本はそうだと思うのです。 

１番いいのは、美幌町でそれができるの

かという話です。 

今まで単独財政では非常に厳しいという

ことで、それも含めて各市町村は基本料金

を免除だということで踏み切っていると思

うのです。 

ちなみに、この基本料金を補填するとな

ると、コロナの交付金をそれに活用するこ

とはできるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

今現在、水道事業の会計的な部分でいう

と、非常に厳しい財政状況の中でやってご

ざいます。 

補填については、一般財源から補填をし

ていただける、または、今回の交付金の中

に水道料金の基本料金等の減免が臨時交付

金として採用されるかどうかの条件によっ

て、そのような部分は可能かと思います。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 補足させてい

ただきますが、コロナの交付金の活用は可

能でございます。 

ただ、交付金も限度がありますので、そ

の枠の範囲内でということになります。 

限られた財源をいかに使うかということ

が重要かと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 直接活用できると

いうことですね。 

今やらないからあれなのですけれども、

例えば、基本料金を免除した場合、実際に

美幌町としてどのぐらいの予算が必要にな

るのでしょうか。 

基本料金を無料にしますよといった場

合、１か月どのぐらいかかるのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

１か月の基本料金を免除した場合につき

ましては、約１,２００万円が減免になる金

額となります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） これは一般も事業

者も含めての値段でいいのですか。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） １，２０

０万円の内訳でございますけれども、事業

所も含む金額となってございます。 

以上、説明しました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 当然、井戸を使っ

ている世帯もあると思いますので、これを

やるとなると、井戸を使っている世帯にも

ある程度の支援は必要だと思うのです。 

でも、１,２００万円、例えば、井戸を入

れても１,５００万円として、その補助金も

使えるということであれば、非常に町民の

方は喜ぶと思うのです。 

例えば、私の家の話なのですけれども、

灯油代が２０１６年の秋で約６０円でし

た。そして、コロナが始まった２０２０年

の１月ですと９５円。そこからちょっと下

がって、大体７５円から８０円でキープし

ていたのですけれど、今年の春以降は１２

１円になっています。灯油代だけでも１.５

倍以上、上がっています。 

それからガソリン代、大して上がってい

ませんが、１５０円だったのが１６０円を

超えていますよね。 

そして、電気代、うちは北電なのですけ

れど、１２月から値上げしますときまし

た。 

美幌町も公共施設、電気料が上がったか
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らといって補正を組みましたよね。 

各家庭も同じように電気代が上がります

し、これから冬に向けて高い灯油を入れ

て、灯油を消耗しなくてはいけない状況に

なりますよね。 

先ほど、町長の答弁の中で、今後の状況

を見据えながら引き続き検討していくと、

今はやらないけど検討していくということ

だったのですが、今言った電力とかの状況

を踏まえて、電気料、それから灯油代、ガ

ソリン代が幾らまで値上がりしたら、今の

重い腰は上がるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、答弁させてい

ただいた中においては、水道料金に特化し

てというのがどうなのかなと。 

それは、担当からも答弁させていただい

たのですけれども、何とか世帯人数に反映

したいなと、何かいい方法ないかというの

は正直な気持ちなのです。 

そのときには、近隣の町村とかといろい

ろ協議をさせていただいて、担当といろい

ろ話をした中で、水道をやるのではなく、

何かほかのものを考えたらというのが、正

直な答弁の気持ちでありました。 

この頃の状況を見ると、コロナ禍であっ

て、ロシアの侵攻があって、今度はそれに

よって物価高騰、円安になったりして、国

が物価高騰対策で低所得世帯にという話に

なったときに、ほかに何かまたやらなけれ

ばいけないこと、要は国がやることとは別

に、町としても何かやらなければいけない

ことはあると思っているのです。 

一つの手法として世帯にという話であれ

ば、いろいろあると思うのです。 

例えば、水道が通っていなくて井戸で汲

んでいる場合は、水道の基本料金的なもの

を出すよと。 

ほかのところもやっていますので、その

ようなことも含めて、何か検討できるもの

をやらなければいけないという思いはあり

ます。やらないということではなくて。 

それよりもいいものを何とか模索したい

ということで、担当といろいろ協議した中

での答弁であったので、最後には光熱水費

を含めて何かしっかりしなければいけない

という思いであります。 

腰を上げないということではなくて、何

とかしなければいけないという思いだけ

は、御理解いただきたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） １２月定例会の一

般質問で、私がまた同じような質問をしな

いよう事業展開されることを期待して、私

の質問は終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいま戸澤議

員からも御質問がございましたが、９月９

日に国で追加対策として物価高騰対策を公

表しておりますけれども、その中で電気、

ガス、食料品等、価格高騰重点支援交付金

ということで、エネルギーや食料品などの

価格高騰の影響を受けた生活者や事業者の

支援を目的として、新たに地方創生臨時交

付金の中に創設されております。 

この部分が一応６,０００億円ということ

で、予備費から予算措置されるということ

を聞いております。 

その中で、これから推奨メニューも示さ

れてくると思いますけれど、その中で生活

支援を含めて、しっかりと困っている町民

の方への支援を考えていきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） これで、１番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時３０分といたします。 

午後２時１５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き
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会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 〔登壇〕 さき

に通告しております２点、５項目について

一般質問をしますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

最初に、学校図書館の整備について、４

項目にわたって質問をしますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

学校図書館は、学校図書館法に規定され

ているように、学校教育において欠くこと

ができない基礎的な設備であり、図書館資

料を収集・整理・保存し、児童生徒及び教

職員の利用に供することによって、学校の

教育課程の展開に寄与するとともに、児童

生徒の健全な教養を育成することを目的と

しています。 

また、学校図書館の役割については、児

童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導

の場である読書センターとしての機能、児

童生徒の学習活動を支援したり、授業の内

容を豊かにしてその理解を深めたりする学

習センターとしての機能、児童生徒や教職

員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の

情報の収集・選択・活用能力を育成したり

する情報センターとしての機能を有してい

るところであります。 

このような中、令和４年１月、文部科学

省は、令和４年度から令和８年度を対象期

間とする第６次学校図書館図書整備等５か

年計画を策定しました。 

本計画は、公立小中学校等の学校図書館

における学校図書館図書標準の達成、計画

的な図書の更新、新聞の複数紙配備、学校

司書の配置拡充が図られることを目的とし

ております。 

また、本計画に基づいて地方財政措置が

講じられるとともに、文部科学省は公立小

中学校等の学校図書館の整備充実に努めて

いくとのことであります。 

このことから、次の項目について、教育

長の考え方をお伺いします。 

１、学校図書館の図書整備について。 

文部科学省は、平成５年に学校図書館図

書標準を制定以降、累次の学校図書館図書

整備５か年計画を策定し、学校図書館図書

標準の達成に向けて取組を推進してきたと

ころです。 

令和２年度の学校図書館の現状に関する

調査結果によりますと、公立小中学校等の

学校図書館に整備すべき蔵書冊数の標準を

学級数に応じて定めた学校図書館図書標準

を達成している学校の割合は、全国で小学

校７１.２％、中学校６１.１％になってい

ますが、町内の各小中学校の学校図書館図

書標準に対する学校図書館の蔵書冊数、図

書の貸出冊数、また、令和４年度各学校の

図書予算、選定基準及び廃棄基準の現状に

ついてお伺いします。 

また、今後の図書の更新計画及び当初整

備計画について、教育長の考え方をお伺い

します。 

２、学校図書館への新聞配備について。 

学習指導要領では、新聞を教材として活

用することが位置づけられており、文部科

学省は、平成２４年度から開始した第４次

学校図書館図書整備５か年計画に新聞の配

備を含めており、全ての学校での新聞配備

を推進してきたところです。 

また、平成２７年６月の公職選挙法の改

正により、選挙権年齢を１８歳以上へ引下

げたことや令和４年度から民法に規定する

成年年齢を１８歳へ引き下げたことに伴

い、児童生徒が自主的に主権者として必要

な資質・能力を身につけることが一層重要

になっております。 

令和２年度で、新聞配備をしている全国

の学校の割合は、小学校５６.９％、中学校

５６.８％となっており、町内では小学校１

校当たり２紙、中学校１校当たり３紙を配

備すべきと考えますが、現状と今後の考え

方をお伺いします。 

３、学校司書の配置について。 
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学校図書館法第６条において「学校図書

館の運営の改善及び向上を図り、児童又は

生徒及び教員による学校図書館の利用の一

層の促進に資するため、専ら学校図書館の

職務に従事する職員の学校司書を置くよう

に努めなければならない」とされていま

す。 

また、文部科学省の学校図書館ガイドラ

インでは、校長を学校図書館長として司書

教諭が学校図書館経営計画を立て、それに

沿って学校司書が実際の運営を行うように

なっています。 

学校司書は、本の貸し出しや整理だけで

なく、授業に必要な資料をそろえ、レファ

レンスと呼ばれる情報活用に関わる学びの

支援を行います。 

文部科学省の令和２年度の調査で、学校

司書の配置については、全国で小学校６８.

８％、中学校６４.１％が配置されていま

す。 

町内では、町立図書館の巡回司書が小学

校３校には週１回、中学校２校には週２回

巡回し、読み聞かせやブックトーク、本棚

整理、選書などを行っており、司書の巡回

日の貸出数は他の日よりも多くなる傾向に

あり、司書の存在が児童生徒と本を結んで

いることが分かります。 

また、令和３年度全国学力・学習状況調

査結果によると、美幌町の児童生徒の学力

の状況については、令和３年１０月から１

２月の町広報に掲載のとおり、平均正解率

は小中学校ともに全ての教科で全国や北海

道の平均正解率を下回っております。 

一方で「２時間以上読書している」と回

答した児童は全体の７％ですが、平均正解

率は国語６９.６％、算数６８．０％と高い

数値となっています。 

また、約３０％の児童が「読書を全くし

ない」と回答しており、平均正解率は国語

４７.６％、算数５２.９％と、２時間以上

読書している児童との差が大きくなってい

ます。 

この数値から、読書は重要であることが

示され、これまでも取り組まれてきました

が、各学校や家庭でもさらに工夫を凝らし

た読書活動の推進が必要であります。 

このようなことから、各学校に司書を配

置することによって、児童生徒の本の貸し

出し等の増加につながり、学力の向上にも

つながると考えます。 

また、文部科学省の第６次学校図書館図

書整備５か年計画に基づく、経費に係る国

の地方財政措置もありますので、できるだ

け早く町内各小中学校に学校司書を常駐配

置すべきと考えますが、教育長の考え方を

お伺いします。 

４、学校図書館の施設整備について。 

町内の各小中学校には学校図書館が整備

されていますが、実態を調査しますと、夏

は非常に暑く、直射日光により本の名前が

消えて全く見えなかったり、学校図書館が

狭いため授業ができない、すが漏りもす

る、また、ある学校にあっては、本棚も少

ない、テーブル・いすも足りない、パソコ

ンも古いなどの状況にあります。 

各学校の要望等に基づき、適切に施設整

備をすべきと考えますが、教育長の考え方

をお伺いします。 

大きく２点目であります。 

新型コロナウイルス感染症対応につい

て。 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金についてでありますが、令和２

年度から新型コロナウイルス感染拡大が始

まり、今年で３年目を迎えますが、いまだ

感染拡大が続いており、最近、国内では過

去最高の感染者数を更新しております。 

また、美幌町内においても、８月１４日

から２０日までの１週間の新型コロナウイ

ルス感染者数は１１２人と大変多い状況に

なっています。 

この間、町はその時々の状況に合わせ、

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用して、感染症対策や経
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済対策等を実施してきたところです。 

具体的には、令和２年度においては５０

事業で、事業費１０億２,５９９万２,００

０円、うち臨時交付金６億６,７０６万円、

令和３年度においては４２事業で、事業費

２億６,５０６万４,０００円、うち臨時交

付金２億２,６５１万７,０００円、令和４

年度においては４２事業で、事業費予算４

億１,４６４万７,０００円、うち臨時交付

金２億６,４０３万５,０００円で、合計１

３４事業、事業費１７億５７０万３,０００

円、うち臨時交付金１１億５,７６１万２,

０００円と多額の費用となっています。 

これまでの新型コロナウイルス感染症対

応の次の項目について、町長の考え方をお

伺いします。 

１、令和２年度から令和３年度までの９

２事業で、事業費１２億９,１０５万６,０

００円、うち臨時交付金８億９,３５７万

７,０００円となっていますが、町長はどの

ように事業評価されているのか、お伺いし

ます。 

また、対策がよかった事業及び今後改善

が必要な事業について、あわせてお伺いし

ます。 

２、令和４年度事業完了後、町民アンケ

ートを実施して、今後の対策を講じるべき

と考えますが、町長の考え方をお伺いしま

す。 

３、令和４年７月開催の臨時会の一般会

計補正予算（第５号）で、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

した高齢者世帯等生活支援扶助２,９１１万

２,０００円について、交付対象者は高齢者

世帯、生活保護世帯及び障がい者世帯の非

課税世帯となっています。 

その中で、障がい者世帯の条件として、

身体障害者手帳１級から３級に該当する内

部障がい者がいる世帯、療育手帳Ａ判定に

該当する者がいる世帯、精神障害者保健福

祉手帳１級に該当する者がいる世帯となっ

ていますが、令和３年度、町が障害者控除

対象者認定書を交付した要介護認定者５７

人について、所得税法で障害者控除が認め

られていることから、高齢者世帯と生活支

援扶助の交付対象者の障がい者世帯に該当

すべきと考えますが、対象にしなかった事

由についてお伺いします。 

また、今後、障害者控除対象者認定書を

交付した要介護認定者及び交付申請してい

ないが障害者控除対象者認定を受けられる

要介護認定者を、高齢者世帯等生活支援扶

助等における障がい者世帯に該当するよう

見直しをすべきと考えますが、町長の考え

方をあわせてお伺いします。 

４、プレミアム商品券発行事業につい

て、令和２年度に４回実施し、事業費６,３

６１万７,０００円、令和３年度に４回実施

し、事業費６,２７３万２,０００円、令和

４年度に３回実施し、事業費予算７,４８０

万１,０００円、合計１１回で事業費２億１

１５万円となり、商品券の使用を契機とし

て町内での消費喚起を促し、事業者を支援

することになりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症が今後も拡大した場合、町長は

継続する考えはあるのか、お伺いします。 

また、プレミアム商品券を購入したくて

も購入することができないと思われる高齢

者世帯、障がい者世帯、生活保護世帯等の

低所得者世帯にプレミアム商品券を無償配

布する考えはないのか、あわせてお伺いし

ます。 

５、国の新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金について、今後、国か

ら追加交付された場合、どのように事業化

するのか、町長の考え方をお伺いします。 

以上、２点、５項目について、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 馬場議

員の御質問に答弁いたします。 

学校図書館については、後ほど教育長か

ら答弁いたします。 

新型コロナウイルス感染症対応につい
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て。 

１点目の御質問でありますが、これまで

感染防止と町民の生活、町内の経済を守る

ため、御質問にあります規模において、

様々な事業を実施してきたところでありま

す。 

感染防止対策としては、抗原体検査キッ

ト給付事業の実施により、町民の感染不安

の緩和に努めるとともに、中小企業者感染

予防支援給付事業などに取り組むことで、

感染拡大の未然防止に効果があったものと

考えております。 

町民の生活を守る事業としては、ひとり

親世帯支援事業や未来の担い手支援事業な

どを実施し、日常生活における経済的負担

の軽減を図ることで、暮らしを支える効果

があったものと考えております。 

さらに、町内の経済を守る事業として

は、営業継続支援事業や事業者支援金給付

事業などの実施により、事業の継続と雇用

の確保に効果があったものと考えておりま

す。 

今後においても、コロナ禍が続くことが

予想されることから、生活者・事業者のニ

ーズをしっかり把握の上、効果的な対策を

講じてまいりたいと考えているところであ

ります。 

２点目の御質問でありますが、真に必要

な対策を講じるため、日頃から町民生活へ

の影響や地域経済の状況を注視しており、

事業効果を高めるため、時期を逸すること

なく対策に取り組んでいるところでありま

す。 

現時点において、町民アンケート等の実

施は予定しておりませんが、今後も町民皆

さんの困り感をしっかり把握できるよう努

めてまいりますので、御理解をお願いいた

します。 

３点目の御質問でありますが、本事業は

物価高騰による影響が大きい高齢者及び障

がい者世帯のうち、年金等により収入が固

定されている世帯、また、就業による対応

が困難な世帯に対する影響緩和を目的とし

た市町村高齢者世帯等生活支援事業補助金

を活用しておりますので、補助基準に基づ

き、障がい者の支給対象は手帳交付者とし

ております。 

所得税法による障害者控除対象認定につ

きましては、税法上の優遇措置であり、本

事業の対象要件を満たすものでないことか

ら、対象としなかったところであります。 

また、令和３年度において、町が障害者

控除対象者認定書を交付した要介護認定者

５７人のうち２１人につきましては非課税

世帯であり、高齢者世帯としての要件を満

たしているため、申請書を送付しておりま

す。 

なお、今後の対象者の見直しについて

は、現在のところ考えておりませんので、

御理解をお願いいたします。 

４点目の御質問でありますが、プレミア

ム商品券発行事業については、町が国・道

からの交付金を活用し、実施主体である美

幌商工会議所に対し、対象経費の１０分の

１０を補助する事業となっております。 

令和２年度から令和４年５月までに販売

された商品券は、新型コロナウイルス感染

症の流行により低迷した町内の消費喚起を

図ることを目的としており、本年９月と来

年１月に販売予定の商品券は、長期化する

コロナ禍において、原油価格や物価高騰に

より低迷した町内の消費喚起を目的として

おります。 

今後につきましても、国・道の動向や商

工会議所を含め、関係団体と協議しなが

ら、状況に応じて対策を提案してまいりた

いと考えております。 

また、高齢者世帯等の低所得者世帯への

プレミアム商品券の無料配布は、さきに答

弁いたしました生活支援を行っていること

から、現在のところ考えておりませんの

で、御理解をお願いいたします。 

５点目の御質問でありますが、臨時交付

金を活用した事業の実施に当たっては、今
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後においても感染症対策本部で議論を重

ね、必要であると判断した事業について、

適宜、議会に御相談の上、事業化を図って

まいりますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 馬場

議員の御質問にお答えいたします。 

御質問の１点目、学校図書館図書の整備

についてでありますが、令和３年度末現在

の各小中学校の学校図書館蔵書冊数は、美

幌小学校が標準冊数１万３６０冊に対して

９,７５９冊で達成率９４.２％、東陽小学

校が標準冊数１万５６０冊に対して６,１０

８冊で達成率５７.８％、旭小学校が標準冊

数７,９６０冊に対して８,３０４冊で達成

率１０４.３％、美幌中学校が標準冊数９,

０４０冊に対して６,０４７冊で達成率６

６.９％、北中学校が標準冊数１万１,２０

０冊に対して６,０３４冊で達成率５３.

９％となっています。 

この図書標準冊数は、その年の図書の購

入・廃棄数及び特別支援学級も含めた学級

数に応じて算出されるため、１００％に達

しない学校が多い状況であります。 

令和３年度中の貸出冊数につきまして

は、美幌小学校は６,４８３冊、東陽小学校

は３５１冊、旭小学校は３,３６７冊、美幌

中学校は１,３８８冊、北中学校は４１６冊

となっています。 

次に、令和４年度の各学校の図書予算で

ありますが、美幌小学校と旭小学校は３０

万円、他の３校につきましては３５万円で

あり、蔵書達成率が低い学校に対して多め

の予算措置としております。 

図書の選定基準につきましては、児童生

徒や職員から要望があった図書や全国学校

図書館協議会図書選定基準も参考として、

学校司書と相談しながら選定しておりま

す。 

図書の廃棄基準につきましては、汚損や

破損が著しく活用不能なものや情報が古い

もの、また、全国図書館協議会学校図書館

廃棄基準も参考に廃棄しております。 

今後の図書の更新計画、図書整備計画で

ありますが、時代に合った図書の更新・整

備が必要であることは認識しておりますの

で、限りある予算の中で各学校の要望を踏

まえ、更新整備を図っていきたいと考えて

おります。 

２点目の学校図書館への新聞配置につい

てでありますが、現状としまして美幌中学

校は２紙、その他の小中学校は３紙配備し

ている状況であります。 

第６次学校図書館図書整備等５か年計画

の目標に「中学校の新聞配備については３

紙」とされていることもあるため、全校３

紙配備に向けて取り進めてまいります。 

３点目の学校司書の配置についてであり

ますが、令和元年度より巡回司書を１名か

ら２名に増員し、小学校は週１回、中学校

は週２回の体制としておりますので、学校

司書の常駐化も必要なことと思われます

が、当面は現体制を維持していきながら、

小学校の巡回回数を週２回に増やすことや

将来的には常駐化についても検討してまい

ります。 

４点目の学校図書館の施設等整備につい

てでありますが、各学校とも施設の老朽化

が進んでいることや限られた学校図書館ス

ペースであるため狭隘になりつつあるとい

う現状がありますので、学校の要望を聞き

ながら、備品を含め、できる限りの施設整

備を図ってまいります。 

児童生徒の読書活動は読解力や想像力、

表現力を育てる力を持ち、１冊の本の出会

いから子供たちの生きる力が育まれ、さら

には、学力向上との相関関係も全国学力・

学習状況調査の分析結果で示されているこ

とから、とても重要であると認識しており

ます。 

今後も図書の更新や施設整備など、読書
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活動の環境整備に努めてまいりますので、

御理解をお願いいたします。 

以上、お答え申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） それでは、順次

再質問をさせていただきます。 

最初に、学校図書館の図書の整備につい

てということでありますが、今、教育長か

ら令和３年度末現在の各小中学校の図書の

達成率、それぞれ御答弁いただきました。 

結果から言うと、全体で全小学校の達成

率は７３.８％になります。 

それで、御答弁にありましたとおり、町

内５校のうち４校が、この学校図書館の蔵

書冊数の標準に達していない状況になって

います。 

そこで、教育長の答弁の中で「今後の図

書の更新計画、図書の整備計画で、時代に

合った図書の更新・整備が必要であること

は認識しておりますので、限りある予算の

中で各学校の要望を踏まえ、更新・整備を

図っていきたいと考えております」とあり

ますが、現行の図書予算で美幌小学校、旭

小学校は３０万円、他の３校が３５万円で

は、学校図書の蔵書冊数の標準を達成する

には数多くの年月がかかると私は思いま

す。 

そのようなことから、教育委員会とし

て、各学校の実態調査をされておりますけ

れども、まず、図書に関わる実態調査をし

てはいかがかなと思います。 

そこで、私は、今回質問するに当たっ

て、町内の全小中学校を訪問させていただ

き、校長先生あるいは教頭先生から各学校

の状況をお伺いしました。 

その中で、ある学校においては「生徒の

学びを広げるには学校図書館の役割は大き

い。総合的な学習の時間では、国語や算数

等で学んだことを生かして横断的に学んで

いくが、その学びを広げるには学校図書館

での調べ学習が欠かせない。現在の図書の

冊数が少ないため、学級ごとの調べ学習に

は対応できない。生徒の心を豊かにするた

めの児童書や小説などは古い本が多く、昭

和５０年代の本も珍しくない。総合的な学

習時間での探究学習が学力向上につながる

ことは、国立教育政策研究所の分析結果か

らも明らかである。町教委には、学校図書

館の図書の購入費用の増額を要望する」と

のお話もありました。 

このことから、現在ある図書の中には大

変古いものが多く、使用できない図書があ

ります。廃棄する図書は、きちんと廃棄処

分すべきと考えます。 

また、図書の貸出冊数につきましても、

整備率が低い学校ほど貸出冊数が非常に低

い状況になっています。 

そこで、図書の更新にあっては、一度に

整備するとなると多額の費用になりますの

で、年次整備計画により図書の更新をすべ

きと考えます。 

あわせて、図書館の図書標準に達してい

ない学校も４校あるので、年次計画により

整備すべきと考えます。 

したがって、学校図書館の整備にあって

は、図書の更新整備計画と新規図書購入整

備計画の二本立てで整備すべきと考えます

が、教育長の考え方をお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

今、議員からいろいろ御指摘をいただい

ております。 

毎年、学校図書館に限らず、学校からい

ろいろな要望が来ているわけですけれど

も、優先順位をつけながらそれぞれ整備を

してきているところであります。 

また、今年度におきましても寄附をいた

だきまして、少額ではございますけれど

も、図書購入費用として各学校に１０万円

ずつ、少しでも達成率が上回るような取組

もしているところであります。 
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御指摘のように古い本もあるというのは

私どもも承知しておりますが、この辺は一

応学校長が学校図書館長ともなっておりま

すので、司書教諭あるいは図書館司書と相

談しながら、残す本あるいは捨てる本とい

うことで、この達成率が上下しているとい

うことは御理解いただきたいと思います。 

今後とも達成率が１００％になるような

形で、年次的に計画していきたいと思って

いますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今、部長から答

弁がありましたけれども、状況については

分かっていると理解しました。 

先ほど言いましたけれど、一遍にやると

大変なので、古い本は古い本できちんと廃

棄するものは廃棄して、更新計画を立てる

と。 

それぞれの校長先生にお伺いすると、や

はり図書は必要なのだということがありま

すので、同じことを言いますけれども、標

準冊数に達していないものについては、遠

藤部長もおっしゃいましたが年次計画でや

ると。 

例えば、期限を決めて、短期間で年次的

にやるということについて、再度、教育長

の考え方をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） １回目の答弁で

申し上げましたように、読書習慣をつける

ということは非常に重要なことで、この習

慣というのは一生使える、役に立つものだ

と認識しております。 

そのようなことから、先ほど部長からも

申し上げましたように、各学校とも協議し

ながら計画的に図書を充実させていこうと

いう思いであります。 

また、具体的に額だとか、冊数について

は今、お話しすることはできませんけれど

も、教育委員会の考え方としては、子供た

ちの力になるということもありますので、

積極的に町長部局に相談していきたいと思

っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） ぜひ、児童生徒

のために、学校の要望等に基づいて実施し

ていただきたいと思います。 

２点目の新聞配備については、御答弁の

とおり理解いたしました。 

３点目の学校司書の配置について、二つ

ほどお伺いしたいと思います。 

一つ目、令和３年度の全国学力・学習状

況調査結果によりますと、美幌町の児童生

徒の学力の状況については、全小中学校と

も全ての教科で全国や北海道の平均正解率

を下回っていますということで質問をしま

した。 

この令和３年度以降、これに対する学力

向上に向けた学校あるいは教育委員会の対

応策等について、令和４年度の全国学力・

学習状況調査結果で公表できるものがあれ

ば、ここで伺いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 初めに、全国学

力・学習状況調査の関係でございますけれ

ども、令和４年度の実績につきましては、

１０月１日号広報で公表すべく準備を取り

進めている状況でございますので、御理解

いただきたいと思います。 

議員から質問がありましたように、読書

と学力・学習状況調査の相関関係というの

は、立証されているところでございます。 

毎年、広報でこの学力・学習状況調査の

結果をお示しさせていただいているところ

でありますが、全道・全国と比べて低いよ

うな状況でございます。 

学力向上は喫緊の課題だと教育委員会、

学校も共通認識を持っております。 

そのような中で、今年から始めた取組と

しましては、教員の発案によって、学力向
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上推進委員会という全学校を横断した組織

を設置しております。 

こちらで、各学校で抱えている課題だと

か、学力向上策、さらには小中一貫とした

学びの在り方等々について、また議論を重

ねていくという予定であります。 

また、令和２年度からＧＩＧＡスクール

構想で１人１台の端末を導入しておりま

す。 

こちらにつきましても、常任委員会で現

場を見ていただいたということもあります

けれども、使い方によっては学力の向上に

も大きな役割を果たしているということで

ございます。 

さらに、教員の研修を随時行っているほ

か、教員の発案によってＩＣＴ向上推進会

議というものを設置しております。 

これも同様に、全小中学校から構成して

おり、こちらとも合わせて推進していきた

いと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今、教育長から

学力向上に向けての答弁がありましたが、

そのような取組の中に学校図書の対応につ

いてあったかどうかをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 実は、教育委員

会で、来年度予算に向けて、各学校で特色

ある教育活動への企画を出していただきた

いということを流しております。 

そのような中で、まだ実際には出てきて

おりませんけれども、学校図書館の活用だ

とか、そのようなものもあろうかなと教育

委員会としては考えております。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） ぜひ、学力・学

習調査がいい結果になるように、私も町広

報を見ていますので、よろしくお願いした

いと思います。 

もう一つ「学校司書の常駐化も必要なこ

とと思われますが、当面は現体制を維持し

ていきながら、小学校の巡回回数を週１回

から２回に増やすということや将来的には

常駐化についても検討してまいります」と

いう教育長の御答弁でございました。 

先ほど質問でも言いましたけれども、文

部科学省は、この第６次学校図書館図書整

備５か年計画については、経費に係る国の

地方財政措置もあると、裏づけが財源的に

あるということも明記されていて、財政的

にどうなのかなと。 

文部科学省はそのように言ってますけれ

ども、実際的にどうなのかと。 

また、町内の小中学校を回ったときに、

全ての学校が学校司書の常駐配置を要望し

ています。 

できるだけ早くという話もありましたの

で、できればそのような地方財政措置があ

るのであれば、次年度から全小中学校に常

駐配置をすべきと考えますが、再度、教育

長の考え方をお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 地方財政措置の

関係でございますが、地方財政措置の実態

としましては、普通交付税の基準財政需要

額に算入されているという状況でございま

す。 

しかしながら、この金額といたしまして

は、学校司書の配置に限らず、学校図書館

経費という名目で措置されているものでご

ざいまして、美幌町の標準財政規模に当て

はめて算定いたしますと、小中学校合わせ

て約９４０万円弱が学校図書館経費とし

て、基準財政需要額に算入されているとい

うことでございます。 

そのことから、一概にも司書の人件費で

はないということを御理解いただきたいな

と。 

学校図書館の運営に要する経費ですの

で、光熱水費だとか、図書の購入費、その
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他もろもろの費用が計上されているという

ことでございますので、御理解いただきた

いと思います。 

また、今、中学校は週２日、小学校は３

校で週１日ずつとなっております。 

こちらにつきましても、小学校はせめて

週２回にならないのかということを教育委

員会内部でも検討しておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 文部科学省の財

政措置がありますということなのですけれ

ど、実際に今、教育長の御答弁で９４０万

円というのであれば、非常に厳しいかなと

思います。 

ですが、やはり学力向上に向けてあるい

は全ての学校が常駐配置をしてほしいと。 

司書が常駐配置していると、児童生徒の

本の貸出し数も非常に多くなっていると。 

ひいては、学力の向上になるのではない

かと思いますので、９４０万円と言いなが

らも、全小中学校に本当にできるだけ早く

常駐配置すべきだと私は思います。 

ぜひ、これからも町長部局とも調整しな

がら進めていっていただきたいと思いま

す。 

それでは、４点目でございます。 

各学校図書館の施設整備について、一つ

だけ。 

先ほどの質問の中で、各学校の校長先生

等から聞いた状況について、いろいろな施

設整備をしてほしいという要望も承ってい

ます。 

その中で、学校図書館は、誰でも開かれ

た安らぎの場ということで、心の居場所と

しての機能もあるということであれば、学

校図書館は非常に暑いということで、保健

室と同様にエアコンを設置していただきた

いというお話がありました。 

これについて、教育長の考え方をお伺い

します。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 学校図書館は、

子供たちの居場所であるということは、私

も重々認識しているところでございます。 

また、夏場は暑いということも十分認識

しております。 

さらには、コロナ対策もありまして、一

昨年には、各学校の教室に扇風機を配備し

ているという状況にございます。 

そのような状況から、まずは扇風機だと

かで対応していければと思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 学校図書館の整

備については、学校の要望等をしっかりと

踏まえて、教育長が御答弁されたように切

実な要望もありますので、随時検討をお願

いしたいと思います。 

以上で、１点目の学校図書館の整備につ

いては、終わらせていただきます。 

２点目の新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金について、３点ほど再

質問をさせていただきます。 

質問の二つ目、令和４年度事業完了後の

町民アンケートの実施ということについ

て、私は言いました。 

「真に必要な対策を講じるため、日頃か

ら町民生活の影響や地域経済の状況を注意

しており」ということで御答弁をいただき

ましたが、私はなかなか町民の実態が分か

らないので、町民アンケートということで

申し上げましたけれども、町民のニーズと

か、いろんな状況を注視しているのか、具

体的な対応について伺います。 

また、答弁で「現時点においては、町民

アンケート等実施は予定していません」と

いうことでありますけれども、それに代わ

るものはどのように考えていらっしゃるの

か、実施しない理由等について、この２点
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を伺います。 

○議長（大原 昇君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 馬場議員の御

質問にお答えいたします。 

町民アンケートの実施に関する御質問で

ありますが、まず、町民からの意見集約と

いう意味では、日頃から各部局におきまし

て、所管の業務を進めていく中で生じた課

題だとか、意見・要望などから町民ニーズ

の把握に努めているところであります。 

また、町内事業者の状況把握についてで

ございますが、この間、商工会議所をはじ

めとした各関係団体とかと、様々な機会を

通じて意見交換をしながら状況把握に努め

ているところであります。 

そのような取組から様々なニーズを拾い

上げ、今後も時期を逸することなく、機動

的に対処してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

また、アンケートの実施について、先ほ

ど答弁しましたとおり、現在のところ実施

の予定はございません。 

御説明しました対応で感染状況だとか、

町民生活の状況に注視していきたいと考え

ておりますので、御理解いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 御答弁について

は分かりました。 

私は、今までの１３４事業で、事業費が

約１７億円かかっているということを申し

上げました。 

ただ、今、課長の答弁のように、今現在

は各関係機関や各団体の意見聴取でいいと

思いますけれども、これだけ多くの事業を

やっている中で、単年度あるいは継続して

いないものであれば、全体的に本当に困っ

ている人を救うためにどうするかというこ

とで、私は町民アンケートもこの時期にや

ってはどうかなと。 

今回、原油価格等の高騰もありました

が、１７億円という事業費の中で、今のや

り方が悪いとは言いませんけれども、町民

の声をもう少し幅広く聞くために、一つの

案として町民アンケートと私は言いまし

た。 

町民の皆さんから聞くさらなる手段を新

たに考えたほうがいいかなということで、

質問をしました。 

１年、２年の問題であればいいのです

が、３年、これから先もまた追加交付にな

る場合もあるので、そのようなことも含め

て、町民一人一人の意見をできるだけ多く

聞いていただきたいというのがあったので

すけれども、町長はそこら辺をどのように

お考えか、御質問をしたいと思います。 

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 町民の方々の困り

感というか、いろいろな情報をどう把握す

るかが問題だと思います。 

馬場議員におかれましては、アンケート

という話なのですけれども、アンケートと

いうのは、ただどうしますかということで

は非常に難しいと私は思うのです。 

ですから、困り感があったとすれば、ど

のような分野で、どのようなところでとい

うことを町民の方に問いかけるためには、

こちらがきちんと把握しているかというこ

とをしないと。 

ただ、意見だけ自由にもらうとそれは混

乱を来すし、普通であればこのような項目

でお願いしたいということの設問的なもの

をやる。 

それを把握することを考えれば、日常的

に担当は担当でアンテナを張っています。 

私どもも定期的に会議所、農協、それか

ら森林組合とか、場合によっては若者とい

うか、そのようなグループと懇談をしなが

ら、また、それぞれ職員として、それから

私どもで言えば管理職として、特別職とし

て、いろいろな町民と接するときに、どの

ようなことだということもお聞きしていま
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す。 

最終的には、感染対策本部会議で皆さん

と出し合った中で皆さんにということは、

議会の皆さんに御相談して決めている形で

ありますので、繰り返しますけれども、そ

こまで踏み込んだことは考えていないとい

う状況であります。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 町長の言うこと

についても、現状の中でいろいろな意見を

聞きながら各団体、各関係機関、多くの情

報を得ながら、そして、対策本部会議で決

定されている。 

あるいは、関係部局において、アンテナ

を張りながらやられているということは、

よく理解します。 

その中で、私も町民の声を聞くと、この

ような対策をもっともっとやっていただき

たいと個別に相談も受けています。 

そのようなことを言うと、なかなか理解

されない部分もあるので、ぜひ、そのよう

なこともあったということで、御理解いた

だきたいと思います。 

次に、３点目の高齢者世帯等生活支援扶

助についてであります。 

答弁で「今後の対象者の見直しについて

は、現在のところ考えておりません」との

ことですが、例えば、障害者控除対象者の

認定の交付申請をしていない方が、身体障

害者手帳を持っていないけれども、身体障

害者手帳の交付を受けている障がい者と同

程度の要介護認定者もいると思うのです

よ。 

そのような場合については、障害者手帳

の交付を受けるよう推奨するとともに、要

介護認定者として障がい者世帯に該当させ

るべきではないかと思います。 

具体的な事例を挙げましたが、そのよう

な手帳は持っていないけれども、それと同

程度の要介護認定者等もいるので、そのよ

うな世帯の方については該当させるよう見

直しをすべきと考えますが、対象者の見直

しを現在のところ考えていない理由につい

て、お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

今回の生活支援金につきましては、ま

ず、対象者は世帯全員が非課税というとこ

ろをベースに考えております。 

その中で、６５歳以上の者で構成されて

いる高齢者世帯、また、身障等の手帳を持

っている方、さらに、基準日を８月１日と

設定しております。 

こちらの部分を設定しておりますので、

これ以前に身障手帳が対象となるのであれ

ば対象になりますが、どこかで線を引かな

ければならないということもございまし

て、今のところ基準日である８月１日、さ

らに、世帯全員が非課税というところで、

道の基準に合わせた制度となっておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今回の高齢者世

帯等生活支援扶助について、道の基準どお

りにやられたということについては理解し

ます。 

その次に、このような事例があった場

合、障がい者生活支援等ということで、例

えば、それ以外の制度の中でこのようなこ

とがあれば、今後、見直しはどうかなと私

は言いたいのですが、言っている意味が分

かりますか。 

結局、今回は道の支援事業だけれども、

障がい者世帯に入っていない要介護認定者

で、障がい者制度と同じような人、このよ

うな制度がほかにもあると思います。 

そのような場合について、この障がい

者、要介護認定者について該当させるべき

でないかということもあわせてお伺いしま

す。 
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○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいま議員

おっしゃられた部分につきましては、新た

な施策として出たときにどうするかという

ことかと思うのですけれども、今回の給付

金の制度につきましては、議員も御存じの

とおり、道の補助事業にのっとった形でや

らせていただいております。 

今後、町で展開する事業、単独なのか、

多分厚労省に準じた形になろうかなと思う

のですけれども、そのときに国や道がどの

ように示すか、さらに、町として拡大すべ

き部分がどの程度あるのかという部分につ

いては、そのときの状況を再度確認した上

で対象者を決めていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） ぜひ、実態に合

った見直し等について検討していただきた

いと思います。 

最後に４点目のプレミアム商品券発行事

業についてであります。 

答弁の中で「高齢者世帯等の低所得者世

帯へのプレミアム商品券の無償配布は、さ

きに答弁いたしました生活支援を行ってい

ることから、現状のところ考えておりませ

ん」とありますが、例えば、今後、プレミ

アム商品券発行事業を追加でやられた場

合、高齢者世帯等生活支援扶助も継続して

実施するという理解なのか、お伺いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、答弁を申し

上げたのは、プレミアム商品券というのは

経済循環をさせたいということなのです。 

今、御質問いただいたプレミアム商品券

の無償配布ということは生活者支援という

ことで、基本的に分けて考えるべきだと思

っているから、このような答弁をさせてい

ただいたわけです。 

ですから、プレミアム商品券ではなく、

その相当額を皆さんに券としてお渡しする

というのであれば、これはもう生活支援な

ので、そのような理解をしていただければ

と思うのです。 

よく、プレミアム商品券が買えない方が

いると聞いたりしますけれど、今回におい

ては希望する方は全て買えるような形で会

議所とお話ししています。 

そのような意味でいけば、自分が持参し

た金額に合わせて、１.５倍のプレミアム商

品券を得ることができる状況にはなってい

ますので、御理解いただきたいと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） ちょっと私の答

弁の取り方も悪かったかもしれませんが、

プレミアム商品券をやっているときで、今

回は生活支援事業があるからやりませんと

いう意味でとったのです。 

新たな事業をやるとしたら、次回も道の

事業が続くのであればいいのですけれど

も、多分続かないと思うので、その生活支

援事業をまた単独でもやるのですかという

質問なのです。 

プレミアム商品券をやることによって、

生活支援は単独でも行うかということを聞

きたいのですけれど、そこら辺どうです

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、国から交付金

が入ってくることとは別に、その状況によ

って、生活支援ということを町単独でやら

ざるを得ないこともあると私は思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 最後になりま

す。 

今、いろいろ新型コロナウイルス感染症

対応について申し上げました。 

私はアンケートと言いましたけれども、
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町長が言われるように、それに代わる各団

体や各関係機関と十分連携をとりながら、

町民ニーズをしっかり把握して事業化すべ

きと考えます。 

よろしくお願いします。 

これで、私の質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、１３番馬

場博美さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後３時２９分 散会   
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